
様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1000001

市街化区域内の農地転用の
ための権利移動に関する事
前届出の撤廃、あるいは事後
届出への改正

農地法第５条第１項第３号、
農地法施行令第１条の１７、
農地法施行規則第６条の３

市街化区域内の農地についてあらかじめ農
業委員会に届け出て転用する場合は、農地
転用許可を要しない。

ｃ －

１　農地法では、その目的である「土地の農
業上の効率的な利用を図る」ため、法第３条
において農地の耕作目的での権利移動を制
限し、法第５条において転用目的での権利
移動を制限しているところである。すなわち、
法第３条においては、農地に関する権利の
取得を認める者を適切に耕作できる者に限
定し、法第５条においては、確実に農地転用
を行う者に限定しているところであり、このよ
うな法第３条及び第５条の規定は互いにあ
いまって、その後の適正な農地利用を実現
するものとなっている。
　このような農地の権利移動の制限につい
ては、農地全体を対象として適用しており、
市街化区域の内外によってその考え方を異
にするものではない。
　仮に市街化区域内農地における転用目的
の権利移動を制限する農地法第５条１項３
号に規定する事前の届出を廃止あるいは権
利移転の事後届出に改正するとすれば、市
街化区域内においては、転用目的と称せば
農地の権利取得が可能となり、権利移動後
に転用を行わず耕作を開始することも可能と
なってしまうが、所有権移転等登記まで行わ
れてしまえば現実的に是正することは不可
能となる。このため、市街化区域内での法第
３条における耕作目的での権利移動の制限
は実質的に意味をなさなくなるものと予想さ
れる。

回答では、農地の権利異動の制限について
は、届出前に売買契約を締結すること自体
は何ら問題ないとのことだが、
①要望内容は同行為が本当に第５条違反と
ならないことに疑義が感じされることから、ど
のように第５条を解釈すれば、届出前でも可
能となるのかを求めるものである。
②このため、この点についての見解を示され
たい。

ｄ －

　農地法第５条は、農地等につき転用目的
で行う所有権その他の使用及び収益を目的
とする権利の設定又は移転を許可若しくは
届出（以下「許可等」という。）にかからしめて
おり、この許可等を受けないでした権利の設
定又は移転は同条第３項で準用する同法第
３条第４項の規定によりその効力を生じない
が、この許可等を受けずに、農地について転
用目的で売買契約等を締結し、かつ、その
農地をその買主等に引き渡すなど、権利の
設定又は移転の効力を生じないまま、事実
上その効力を生じた場合に行われると等し
い行為が行われる場合には、同法第５条が
その権利の設定又は移転につき許可等を要
することとしている趣旨に実質上反すること
となるので、同法同条に違反することとして
いる。
　このため、農地等につき転用目的で売買
契約を締結しただけで、その農地の引渡し
が行われていない場合は、事実上その農地
の権利の設定又は移転の効力が生じたに
等しい行為であるとはいえないことから、同
法違反とはならないところである。

5085023 オリックス株式
会社 11

z1000001

（上記の続き）

市街化区域内の農地転用の
ための権利移動に関する事
前届出の撤廃、あるいは事後
届出への改正

（上記の続き）

　したがって、市街化区域内であっても、農
地法の趣旨の実現のため、農地法第５条１
項３号に規定する転用目的での権利移動の
事前届出制をすることが必要不可欠であ
る。

２　なお、農地について売買契約を締結した
だけでは農地法違反とはならないが、農地
法の許可等を受けないで、農地の引渡しを
行うなど権利移動があったに等しい行為が
行われる場合に、農地法違反となるところで
ある。

5085023 オリックス株式
会社 12

z1000001

市街化区域内の農地転用の
ための権利移動に関する事
前届出の撤廃、あるいは事後
届出への改正

農地法第５条第１項第３号、
農地法施行令第１条の１７、
農地法施行規則第６条の３

市街化区域内の農地についてあらかじめ農
業委員会に届け出て転用する場合は、農地
転用許可を要しない。

ｃ －

１　農地法では、その目的である「土地の農
業上の効率的な利用を図る」ため、法第３条
において農地の耕作目的での権利移動を制
限し、法第５条において転用目的での権利
移動を制限しているところである。すなわち、
法第３条においては、農地に関する権利の
取得を認める者を適切に耕作できる者に限
定し、法第５条においては、確実に農地転用
を行う者に限定しているところであり、このよ
うな法第３条及び第５条の規定は互いにあ
いまって、その後の適正な農地利用を実現
するものとなっている。
　このような農地の権利移動の制限につい
ては、農地全体を対象として適用しており、
市街化区域の内外によってその考え方を異
にするものではない。
　仮に市街化区域内農地における転用目的
の権利移動を制限する農地法第５条１項３
号に規定する事前の届出を廃止あるいは権
利移転の事後届出に改正するとすれば、市
街化区域内においては、転用目的と称せば
農地の権利取得が可能となり、権利移動後
に転用を行わず耕作を開始することも可能と
なってしまうが、所有権移転等登記まで行わ
れてしまえば現実的に是正することは不可
能となる。このため、市街化区域内での法第
３条における耕作目的での権利移動の制限
は実質的に意味をなさなくなるものと予想さ
れる。

回答では、農地の権利異動の制限について
は、届出前に売買契約を締結すること自体
は何ら問題ないとのことだが、
①要望内容は同行為が本当に第５条違反と
ならないことに疑義が感じされることから、ど
のように第５条を解釈すれば、届出前でも可
能となるのかを求めるものである。
②このため、この点についての見解を示され
たい。

ｄ －

　農地法第５条は、農地等につき転用目的
で行う所有権その他の使用及び収益を目的
とする権利の設定又は移転を許可若しくは
届出（以下「許可等」という。）にかからしめて
おり、この許可等を受けないでした権利の設
定又は移転は同条第３項で準用する同法第
３条第４項の規定によりその効力を生じない
が、この許可等を受けずに、農地について転
用目的で売買契約等を締結し、かつ、その
農地をその買主等に引き渡すなど、権利の
設定又は移転の効力を生じないまま、事実
上その効力を生じた場合に行われると等し
い行為が行われる場合には、同法第５条が
その権利の設定又は移転につき許可等を要
することとしている趣旨に実質上反すること
となるので、同法同条に違反することとして
いる。
　このため、農地等につき転用目的で売買
契約を締結しただけで、その農地の引渡し
が行われていない場合は、事実上その農地
の権利の設定又は移転の効力が生じたに
等しい行為であるとはいえないことから、同
法違反とはならないところである。

5086023 社団法人リー
ス事業協会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 1 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1000001

市街化区域内の農地転用の
ための権利移動に関する事
前届出の撤廃、あるいは事後
届出への改正

z1000001

（上記の続き）

市街化区域内の農地転用の
ための権利移動に関する事
前届出の撤廃、あるいは事後
届出への改正

z1000001

市街化区域内の農地転用の
ための権利移動に関する事
前届出の撤廃、あるいは事後
届出への改正

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5085 5085023 オリックス株式
会社 11

市街化区域内の農地転用の
ための権利移動に関する事
前届出の撤廃、あるいは事後
届出への改正

農地法５条１項３号による「あらかじめ農業
委員会に届け出」を撤廃する。
あるいは、届出を権利移転後数ヶ月以内の
届出に改正する。<＊1>

市街化区域内農地を取得して、マンション、
戸建住宅の分譲事業を行う。

・農水省は、かかる事前届出が必要な根拠
として、(1)権利移動目的が耕作目的でない
ことを確認する必要がある、(2)届出を廃止
すると耕作目的での農地取得の規制の実効
性を担保できなくなる、とする。
・農地を農地のままとして所有権移転するこ
とは３条許可によって規制すべきことであ
る。<＊2>
・市街化区域内農地の権利移転後の転用確
認、３条の潜脱防止のためであれば、事後
の書類提出で足りると考える。
・事業者負担は過分なものでないというが、
事業の流れのなかで当然作成された書類を
作成後に提出するのみであれば大きな負担
ではないが、事前届出が要求されれば負担
とリスクは大きい。

農地法５条１項３号 農林水産省

<＊1>農水省は、農地法5条1項3号の「届出
前に売買契約を締結すること自体は何ら問
題がない」と回答された。しかし、同条項は1
項本文の規制の除外として「あらかじめの届
出」を規定しており、届出完了済みでない限
り、1項本文が適用され、売買契約の締結は
5条違反となるのではないかと解されるが、
農林水産省見解はどのように理解すればよ
いのか。
<＊2>規制の理解が不正確かもしれないが、
3条では市街化区域内農地の転用でない権
利変動は不許可事由となっていないのでは
ないか。そうであれば規制が不整合ではな
いか。

5085 5085023 オリックス株式
会社 12

（上記の続き）

市街化区域内の農地転用の
ための権利移動に関する事
前届出の撤廃、あるいは事後
届出への改正

農林水産省

5086 5086023 社団法人リー
ス事業協会 11

市街化区域内の農地転用の
ための権利移動に関する事
前届出の撤廃、あるいは事後
届出への改正

農地法５条１項３号による「あらかじめ農業
委員会に届け出」を撤廃する。
あるいは、届出を権利移転後数ヶ月以内の
届出に改正する。<＊1>

市街化区域内農地を取得して、マンション、
戸建住宅の分譲事業を行う。

・農水省は、かかる事前届出が必要な根拠
として、(1)権利移動目的が耕作目的でない
ことを確認する必要がある、(2)届出を廃止
すると耕作目的での農地取得の規制の実効
性を担保できなくなる、とする。
・農地を農地のままとして所有権移転するこ
とは３条許可によって規制すべきことであ
る。<＊2>
・市街化区域内農地の権利移転後の転用確
認、３条の潜脱防止のためであれば、事後
の書類提出で足りると考える。
・事業者負担は過分なものでないというが、
事業の流れのなかで当然作成された書類を
作成後に提出するのみであれば大きな負担
ではないが、事前届出が要求されれば負担
とリスクは大きい。

農地法５条１項３号 農林水産省

<＊1>農水省は、農地法5条1項3号の「届出
前に売買契約を締結すること自体は何ら問
題がない」と回答された。しかし、同条項は1
項本文の規制の除外として「あらかじめの届
出」を規定しており、届出完了済みでない限
り、1項本文が適用され、売買契約の締結は
5条違反となるのではないかと解されるが、
農林水産省見解はどのように理解すればよ
いのか。
<＊2>規制の理解が不正確かもしれないが、
3条では市街化区域内農地の転用でない権
利変動は不許可事由となっていないのでは
ないか。そうであれば規制が不整合ではな
いか。

危 高危 ＆要 望要 望現 状

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 2 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1000001

（上記の続き）

市街化区域内の農地転用の
ための権利移動に関する事
前届出の撤廃、あるいは事後
届出への改正

（上記の続き）

　したがって、市街化区域内であっても、農
地法の趣旨の実現のため、農地法第５条１
項３号に規定する転用目的での権利移動の
事前届出制をすることが必要不可欠であ
る。

２　なお、農地について売買契約を締結した
だけでは農地法違反とはならないが、農地
法の許可等を受けないで、農地の引渡しを
行うなど権利移動があったに等しい行為が
行われる場合に、農地法違反となるところで
ある。

5086023 社団法人リー
ス事業協会 12

z1000002
畜舎、堆肥舎、自給飼料製造
施設における農地転用許可
の廃止

農地法第５条

優良農地を確保するため、優良農地の転用
については、地域の農業振興に資する施設
や公共性の高い事業に供する場合等に限っ
て転用を認めている。

ｄ －

畜舎等の農業施設については、他法令の許
認可が得られる等事業実施の確実性及び
被害防除措置の妥当性が認められる場合に
は、優良農地であっても転用を許可できるこ
ととしており、要望の趣旨は実現できる。
　また転用許可に必要な事務処理に当たっ
ては、標準処理期間（６週間）を定め、迅速
化につとめているところである。
　なお、周辺農地の営農条件に支障が生じ
ないよう適切な被害防除措置がとられている
か等を確認する必要があるため許可を不要
とすることはできない。

・回答では現行制度においては優良農地で
あっても転用を許可できることを根拠に現行
制度かでも可能とされているが。
①要望内容は、都道府県段階における書類
審査の適正化、すなわち標準処理期間（６週
間）の確保と申請の随時受付を求めるもの
である。
②この点についての具体的な対応策を改め
て示されたい。

ａ Ⅳ

　農地転用許可に必要な事務処理について
は、標準処理期間（６週間）を定め、迅速化
につとめているところであるが、この通知の
趣旨を周知徹底することにより迅速かつ適
正な処理を図るよう関係機関に通知する。
　なお、「申請の随時受付」に係る要望は、
転用許可申請に先立って市町村が農業振
興地域整備計画の変更に係る独自の運用と
して行っている農用地区域からの除外の申
出の受付であると考えられるが、この申出の
受付は、市町村が関係権利者等の意向を反
映するために独自に行っているものであり、
市町村農業振興地域整備計画の変更を行う
か否かの判断は、その策定主体である市町
村の裁量により行われるものである。また、
総合規制改革会議の第３次答申において
は、農業振興地域整備計画の変更について
計画的かつ適正に行うべきとの問題意識か
ら、その運用の厳格化を求めている。

5036003 株式会社武井
建設 11

z1000003
現に耕作の目的に供していな
い農地の一時的転用に係る
規制に緩和

農地法第５条

農地を一時的に農地以外の利用に供する場
合に当たっては、農地以外の利用に供した
後農地への復元が確実に行われること、周
辺農地の営農条件に支障が生じないよう適
切な措置がとられていること等を確認して許
可することとしている。

ａ
及び

ｃ
Ⅳ

　農地の一時転用の許可の目的は、遊休農
地の解消ではないことから、もっぱら遊休農
地の解消のために転用許可申請の書類に
作付確約書を添付することを要件とすること
がないよう指導する。
　なお、現に耕作の目的に供していない農地
の一時転用に対して、農地転用の規制を課
さないこととすることは、①農地は本来適正
に耕作されることが適切な土地利用であると
考えており、農地所有者の耕作の目的に供
さないという意志によって規制の適用の有無
が生じてしまうことは適当でないこと、②当該
転用が一時的なものであり、農地として回復
可能であるかどうかは事業計画等の内容を
審査しなければ、適切には判断できないも
のであること、③一時的に農地以外に使用
する場合であっても、恒久的な農地転用と同
様に周辺農地の営農条件に支障が生じない
よう適切な被害防除措置がとられていること
等を確認する必要があることから、許可を不
要とすることは困難である。

・作付確約書が不要であることについて、通
知等により一層の周知を図ることなどを具体
的に検討し、示されたい。
・また、回答では現行制度においては農地の
一時転用について許可を不要とすることは
困難とされているが
①要望内容は、申請から許可に至る事務処
理期間の適正化を求めるものである。
②この点についての具体的な対応策を改め
て示されたい。

ａ Ⅳ

　農地の一時転用の許可の目的は、遊休農
地の解消ではないことから、もっぱら遊休農
地の解消のために転用許可申請の書類に
作付確約書を添付することを要件とすること
がないよう関係機関に通知する。
　農地転用許可に必要な事務処理について
は、標準処理期間（６週間）を定め、迅速化
につとめているところであるが、この通知の
趣旨を周知徹底することにより迅速かつ適
正な処理を図るよう関係機関に通知する。

5021274
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1000004 農業生産法人以外の株式会
社の農業への参入の容認 農地法第２条第７項

法人による農地の権利取得は、原則として、
その主たる事業が農業であること等の一定
の要件を満たした農業生産法人に限り認め
られており、また、農業生産法人以外の法人
による農地の権利取得が可能な構造改革特
区については、遊休農地や効率利用を図る
べき農地が相当程度存在する区域を対象と
している。

ｃ
及び

ｂ
Ⅰ

　株式会社一般の農地取得については、規
制の緩和を求める声がある一方、投機目的
での取得や地域の土地利用の混乱等につ
いての懸念も根強く、このような懸念が生じ
ない十分な弊害防止措置を講じることが困
難であることから、特区に限ったとしても認め
られない。
 なお、農業生産法人以外の法人による農地
の借り受けを認める農地法の特例措置に係
る特区制度ついては、今後は、その実施状
況等の検証・評価を行い、平成16年末まで
の間で可能な限り速やかに全国展開につい
て結論を得ることとしている。

株式会社の農地取得については、農業経営
基盤強化の観点から、資金調達面や人材確
保面、コスト面などさまざまな面で有利であ
ることから、少なくとも特区において認める方
向で具体的に対応策を検討し、お示し願い
たい。
農地のﾘｰｽ方式については、特区における
評価を待たずに、全国規模でも解禁を図る
方向で具体的な対応策を検討し、お示し願
いたい。

ｃ
及び

ｂ
Ⅰ

　株式会社の農地取得については、経営面
で有利な点が認められるとしても、投機目的
等の農地取得といった懸念も根強く、特区に
限ったとしても、このような懸念を払拭するに
足る十分な措置を講じることが困難であるた
め、特区に限定したとしても対応は困難であ
る。
　また、特区の農地のリース方式の全国展
開については、政府の骨太方針において、
検証・評価を踏まえて結論を得ることとされ
ていることから、これを踏まえずに結論づけ
ることには応じられないが、農林水産省とし
ては、骨太方針に基づき、特区の農地の利
用状況や地域農業への効果等について逐
次状況把握を行い、評価委員会の評価を踏
まえ、本年末までの間でできるだけ速やかに
結論を得たいと考えている。

5021276
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 3 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1000001

（上記の続き）

市街化区域内の農地転用の
ための権利移動に関する事
前届出の撤廃、あるいは事後
届出への改正

z1000002
畜舎、堆肥舎、自給飼料製造
施設における農地転用許可
の廃止

z1000003
現に耕作の目的に供していな
い農地の一時的転用に係る
規制に緩和

z1000004 農業生産法人以外の株式会
社の農業への参入の容認

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5086 5086023 社団法人リー
ス事業協会 12

（上記の続き）

市街化区域内の農地転用の
ための権利移動に関する事
前届出の撤廃、あるいは事後
届出への改正

農林水産省

5036 5036003 株式会社武井
建設 11 畜舎、堆肥舎、自給飼料製造

施設の農地転用許可廃止

中山間地に建設される農業用施設の畜舎、
堆肥舎、飼料製造施設は、その使用目的か
ら農業生産の基となるものであることから畜
舎、堆肥舎、飼料製造施設については、農
地法の転用許可を要しないこととする。

新たに建設業者が農業参入を目指したと
き、農地法の転用手続きを簡素化することに
より、迅速に農業参入が可能となる。中山間
地に建設する畜舎、堆肥舎、飼料製造施設
は、農地転用許可を廃止する。

建設業者の畜産農業参入の際、農地転用
許可の書類作成や管轄官庁の書類審査に
長期間（概ね１年間)を要し、参入を阻止して
いる。

農地法第５条 農林水産省

5021 5021274
社団法人日本
経済団体連合
会

11
現に耕作の目的に供していな
い農地の一時的転用の規制
緩和

①現に耕作の目的に供していない農地を工
事のために一時的に使用する場合、県知事
による農地転用許可を不要とするべきであ
る。
②作付確約書の添付が転用許可制度上の
措置でないのであれば、転用許可申請の際
の添付書類から作付確約書を除くよう、各県
への指導を徹底するべきである。

　現在、申請から許可まで２ヶ月が必要と
なっている。申請には、現に耕作の目的に供
していないにもかかわらず、作付確約書を添
付しなくてはならず、また、工事終了後には、
現実に農地として何らかの作物の作付けを
行うように指導される。こうした許可を撤廃す
ることにより、工事コストの削減、工事期間
の短縮を図ることができる。遊休農地の適正
利用を図る観点から作付確約書の添付を求
めているのであれば、別途、耕作放棄地の
所有者に対して県が直接働きかけるべきで
あり、転用許可とは切り離すべきである。

農地法第５条 農林水産省
　市街化区域外の農地を工事用の用地とし
て使用するにあたっては、県知事の農地転
用許可を要する。

5021 5021276
社団法人日本
経済団体連合
会

11 農業生産法人以外の株式会
社の農業への参入【新規】

①農業経営主体としての株式会社に関する
規制を撤廃すべきである。
②少なくとも、構造改革特別区域において
は、農業生産法人以外の株式会社による農
地の取得・保有を認めるべきである。
③現在、構造改革特別区域法で認められた
リース方式による株式会社の農業への参入
を全国に適用される一般的な制度とするべ
きである。

　株式会社形態での農業経営は、農業経営
基盤強化の観点から、資金調達面や人材確
保面、コスト面などさまざまな面で有利であ
るが、出資比率、役員構成などについて制
約が多く、株式会社形態の有利性を十分発
揮することが困難である。

農地法
構造改革特別区域法 農林水産省

　農地法では、法人による農地の所有は、農
業生産法人にのみ認められている。株式会
社形態の農業生産法人も認められている
が、株式譲渡制限、出資比率、役員構成な
どに関して厳しい要件が課されている。構造
改革特別区域法により、農業生産法人以外
の株式会社によるリース方式による農業へ
の参入の道が開かれたが、対象地域が耕作
放棄地や効率的利用を図る必要がある農地
等が相当程度存在する地域に限定されるな
ど制約が多い。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 4 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1000005
農山村地域における土地利
用に関する農地転用規制の
緩和

農地法第４条、第５条及び法
附則第２項

都道府県知事は、原則として、２ヘクタール
を超え４ヘクタール以下の農地転用許可をし
ようとする場合は、あらかじめ農林水産大臣
に協議しなければならない。

ｃ －

　国内の農業生産に必要な農地の確保と有
効利用により、国民に食料の安定供給を図
ることは国の責務であり、農地の転用を許可
するに当たっては、一定の国の関与を行う仕
組みを設けているところである。都道府県知
事が２ヘクタールを超え４ヘクタール以下の
農地の転用もしくは転用のための権利移動
の許可しようとする場合の農林水産大臣へ
の協議についても、このような国の責務及び
地方分権に適正に対応するとの観点から、
適切な国の関与の在り方を検討した上で措
置されているものであり、廃止することは困
難である。

・回答では廃止することは困難であるとのこ
とだが、
①要望内容は処理期間の適正化を求めるも
のである。
②この点についての具体的な対応策を改め
て示されたい。

ａ Ⅳ

農地転用許可に必要な事務処理について
は、標準処理期間（６週間）を定め、迅速化
につとめているところであるが、この通知の
趣旨を周知徹底することにより迅速かつ適
正な処理を図るよう関係機関に通知する。

5114002 兵庫県 11

z1000006 農地法の規制緩和 農地法第３条第１項及び第２
項

農地の権利移動に係る許可については、取
得後における耕作の事業に供する面積等に
関して一定の要件が設けられている。

ｄ Ⅰ

都市住民等農業者以外の者が、10ａ未満の
ごく小面積の農地を営利以外の目的で利用
したいというニーズについては、特定農地貸
付けに関する農地法等の特例に関する法律
により、農地法の許可を受けることなく、地方
公共団体又は農協から農地を借り受けるこ
とが可能となっており、耕作放棄地等の活用
に当たってはこの制度を利用することが可能
である。

・回答では、構造改革特別区域法に基づき
農地法の許可を要しない特定農地貸付を根
拠として現行制度で対応可能とされている
が、
①要望内容は同制度の周知徹底がなされて
いないことなどから、農地の借り入れを希望
する個人が実際に農地を借りるに至ってい
ないことを問題とするものである。
②この点についての現行制度の周知徹底を
図ることを検討措置とともに、その手続き及
び要件を示されたい。

ｄ Ⅰ

　特定農地貸付法は、国民の余暇の増大や
価値観の多様化に伴い、農業者以外の人々
の中に野菜や花等を栽培し、自然に触れ合
いたいという要請が高まってきたことから、
地方公共団体及び農業協同組合が、小面
積の農地を非営利目的で一定期間貸付ける
場合において農地法の特例を認めるものと
して平成元年に制定されたものである。
　既に制度の制定以後１５年を経過し、全国
各地域において同法に基づく市民農園の取
組みがなされる等、都市住民等が余暇とし
て農地を利用する仕組みとしてこの制度が
市民農園という名称とともに、広く周知され
定着しているものと認識している。
　更に、平成１５年４月からは、構造改革特
別区域法において、地方公共団体及び農業
協同組合以外の者による市民農園の開設を
可能とする特例措置を講じているところであ
る。
　特定農地貸付法を始めとする市民農園制
度の普及については、農林水産省のホーム
ページやパンフレットの配布等を通じて行っ
ているところであり、詳細については別添を
参照されたい。
　また、特定農地貸付けの利用者に対する
制約等は特にございませんが、その利用に
当たっての手続き等については、特定農地
貸付けを実施している市町村等、最寄りの
地方公共団体等にご照会下さい。

（参考）
http://www.maff.go.jp/nouson/chiiki/simin_n
oen/top.htm

5011001

「学園花の村」
代表　宮城正
雄
事務局長　松
井道夫

11

z1000007 自作農財産の処分に係る規
制の緩和

農地法第７８条第２項
農地法第８０条第２項

自作農財産の管理・処分等の事務は、都道
府県知事が行うこととされており、また売払
いについては、旧所有者等への優先的な売
払い等の優先順位が設けられている。

ｃ

　農地法第８０条第２項は、自作農財産を農
業上の利用目的に供しないことを相当と認
めたときにおいて、国が売払いを行う場合の
売払いの相手方の選定について旧所有者
等を優先することを規定している。
 　また、このような旧所有者等への売払いを
優先する考え方については、買収農地につ
いて旧所有者の売払いを求める権利を是認
した昭和４６年１月２０日の最高裁大法廷判
決（昭和４２年（行ツ）第５２号）に照らしても
妥当なものと考えられ、変更することは考え
ていない。

・回答では最高裁判例もあり対応不可とのこ
とだが、
①要望内容は所有者を優先することの考え
方を変更しなくても、相続や移住などにより
所有権者の発見が困難な場合にまで必ずそ
の同意がないと処分ができないことからくる
事務負担の増加を問題にしているものであ
る。
②この点についての具体的な対応策を改め
て示されたい。

e

　農地法施行令第１７条においては、自作農
財産を農業上の利用目的に供しないことを
相当と認めたときは、旧所有者等に対して売
払いできる旨の通知をしなければならないと
され、住所不明等により通知することができ
ないときは、その旨を公告して通知に代える
ことができると規定されているため、①につ
いては事実誤認である。

5119015 長野県 11

z1000008
農地保有合理化事業の対象
となる農用地等の要件の緩
和

農業経営基盤強化促進法第
４条

農業経営基盤強化促進法施
行規則第１０条第３号

農地保有合理化事業の対象は、農用地に限
られず、混牧林地、農業用施設用地、又は
開発して農用地又は農業用施設用地とする
ことが適当な土地も含まれるものであり、事
業を実施する場合には、農用地について実
施する事業と併せ行うものである。

ｃ

農地保有合理化事業の対象は、農地につい
て保有の合理化（経営規模の拡大、農地の
集団化等）を図るものであることから、農業
用施設用地のみを単独で、事業の対象とす
ることは不適当。

・回答では農地保有合理化事業の趣旨から
農業用施設用地単独では対応不可とのこと
だが、
①要望内容は農業経営の規模拡大を目的
として農業用施設用地の獲得が必要な場合
への対応を求めるものである。
②この点についての具体的な対応策を改め
て示されたい。

d

農地保有合理化事業の目的は、農地につい
て保有の合理化を図るものであることから、
農業用施設用地のみを単独で、事業の対象
とすることは不適当。なお、農業用施設用地
の取得については、農地法の規制が無いの
で、本事業を活用しなくとも取得は可能であ
る。

5119017 長野県 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 5 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1000005
農山村地域における土地利
用に関する農地転用規制の
緩和

z1000006 農地法の規制緩和

z1000007 自作農財産の処分に係る規
制の緩和

z1000008
農地保有合理化事業の対象
となる農用地等の要件の緩
和

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5114 5114002 兵庫県 11
農山村地域における土地利
用に関する農地転用規制の
緩和

市街化区域外の2ヘクタールを超え4ヘク
タール以下の農地の転用もしくは転用のた
めの権利移動にあたり必要とされている農
林水産大臣の事前協議を廃止する。

(事業実施の予定なし）

する市街化区域外にある2ヘクタールを超え
4ヘクタール以下の転用若しくは転用のため
の権利移動の許可にあたり、知事は農林水
産大臣と協議しなければならないと規定され
ているが、①事務処理に相当の日数を要す
る。②協議は、大臣の同意まで求める趣旨
のものではないこと。等の理由から2ヘクター
ル以下の農地転用等と同等の扱いとすべき
である。

農地法第4条、第5条
及び法附則第2項 農林水産省

5011 5011001

「学園花の村」
代表　宮城正
雄
事務局長　松
井道夫

11 農地法の規制緩和

農地の耕作を希望する個人（非農家）が農
地を円滑に賃借できるようまた農家が農地
を円滑に賃貸出来るよう農地法及びそれに
かかる諸制度の緩和を望むものである。

農地を貸借する場合、農業委員会の許可は
不要とする。また最低経営面積の下限を廃
止する。

現在全国で耕作放棄地が３４３千ｈａ、不作
付地が２７８千ｈａの農地が遊休化しておりこ
れは全農地の１３％に相当する。（平成１２
年度農業センサス）一方定年帰農やスロー
ライフで農業を楽しみたい、安全な野菜を自
らの手で作りたいという人達の潜在需要が
数百万人いるともいわれている。このミス
マッチを解消するため。（詳細別紙）

農地法第３条２項 農林水産省
農地の貸借事務を円滑に行えるよう農協．
市町村および市町村が認めたものが仲介を
する。

5119 5119015 長野県 11 自作農財産の処分 自作農財産の処分に係る全国的な規制緩
和

買収等の後５０年が経過した自作農財産の
処分が促進されるよう、農地法の規制を緩
和する。

国有農地等（自作農財産）を借りて耕作して
いる者が、高齢化などの理由によりその後
の耕作が困難となった場合、遊休農地化す
る事例があるが、自作農財産の管理・処分
にあたっては、旧所有者への優先的な売り
払いなど制限があり事務負担が増加してい
る。

農地法第７８条第２項

農地法第８０条第２項
農林水産省

5119 5119017 長野県 11
農地保有合理化事業の対象
となる農用地等の全国的な要
件緩和

　農業経営基盤強化促進法及び農業経営
基盤強化促進法施行規則事業対象要件の
緩和

　農業経営の規模拡大、農地の集団化その
他農地保有の合理化を促進するため、農用
地等を買い入れ、又は借り受けて、当該農
用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける
事業等を実施する。

　水耕栽培温室用地などは直接農業生産に
供されるものの農業用施設用地と見なされ
るため農用地と併せた実施でないと農地保
有合理化事業の対象にならない。
　しかしながら、これらの土地は、単独でも効
率的な経営体の育成と農業経営の安定、農
地利用の合理化に結びつくなど農用地と同
等以上の効果があり、農用地と併せて行うと
いう必要性が乏しい。

農業経営基盤強化促進法第
４条

農業経営基盤強化促進法施
行規則第１０条第３号

農林水産省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 6 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1000009
農地保有合理化事業を行う
農地保有合理化法人の要件
の緩和

農業経営基盤強化促進法第
５条第２項第４号のロ

農業経営基盤強化促進法施
行規則第１条

都道府県段階で農地保有合理化事業を行う
主体である県公社の組織要件は、民法３４
条法人（公益法人）でなければならない。か
つ社団法人の場合には、都道府県が社員と
なっており、その有する表決権が総数の過
半を占めること。財団法人の場合は、都道府
県が寄附財産の拠出者となっており、寄附
財産の額が寄附財産の総額の過半を占め
ることが必要。

ｃ

農地保有合理化法人は、農地の権利移動を
政策的に方向づけることを目的として、特例
的に農地取得が認められているものであり、
また、事業の公平な実施を担保するために
も、公的色彩が強い法人とすることが必要で
あることから、出資要件の緩和は困難。

・回答では農地保有合理化法人の公的色彩
の強さから出資要件の緩和は対応不可との
ことだが、
①要望内容は都道府県の出資額の緩和を
求めるものであり、法人の公的色彩を弱める
ことを求めているものではない。
②この点についての具体的な対応策を改め
て示されたい。

ｃ

農業経営基盤強化促進法では、都道府県が
基本方針において農地保有合理化事業を行
う主体として県公社を定めることとしている。
農地保有合理化法人は、事業の性格から公
平性を保ち、信用力のある公的色彩を帯び
た法人とすることが必要である。このため、
都道府県及び市町村が表決権の総数の過
半、あるいは寄附財産の総額の過半を占め
ることを要件としており、これが1/2を下回る
ことは、都道府県等の意見が反映されない
場合があるおそれがあり、公平性や信用力
を担保できず、緩和は困難。

5119014 長野県 11

z1000010 農村地域工業等導入促進法
の見直し

農村地域工業等導入促進法
第5条第5項

　農村地域工業等導入促進法第5条第5項に
基づき、市町村が定める農村地域工業等導
入実施計画は、当該市町村の議会の議決を
経て定められた当該市町村の建設に関する
基本構想に即し、定められている。

ｅ －

　農村地域工業等導入促進法第5条第5項
の「市町村の議会の議決を経て定められた」
とは、当該市町村の基本構想に対する修飾
語句であり、当該市町村の農村地域工業等
導入実施計画の策定に当り議会の議決を定
めているものではない。
　なお、法に定める手続以外であれば、当該
実施計画をどのような手続きで策定するか
は、策定実施主体である地方公共団体が、
決めるべき事項である。

5119012 長野県 11

z1000011 備え付け議事録等の電子化
の容認 農協法第35条、第36条

組合の理事は、定款等を主たる事務所に、
総会等の議事録、事業報告書等を従たる事
務所に備えておかなければならないが、農
協法上、電磁的記録の作成についての定め
がないため、備え置き書面の電子化が認め
られていない。

ｂ Ⅰ

農協法においては、組合員名簿、各種事業
規程等協同組織固有の書類についても備え
付けが義務付けられており、これらの書類に
ついても、書面の電子化を行う際に併せて
慎重に検討する必要があることから、他の協
同組織法における検討状況等も踏まえつ
つ、検討することとする。

・回答では他の協同組織法における検討状
況等も踏まえつつ検討とのことだが、議事録
等の電子化については、政府として協力に
推進しているｅ－ｊａｐａｎ戦略の一貫をなすも
のであることから、平成１６年度中に措置す
るよう検討されたい。

ｂ Ⅰ

ＩＴ戦略本部において審議されている「e-
japan戦略Ⅱ加速化パッケージ」（素案）にお
いて、「法令により民間に保存が義務付けら
れている文書・帳簿のうち、電子的な保存が
認められていないものについて、近年の情
報技術の進展等を踏まえ、原則としてこれら
の文書・帳簿の電子保存が可能となるように
することを、統一的な法律の制定の可能性
も含めて検討する。」とされていることから、
統一的な法律の制定の検討状況を踏まえつ
つ、検討することとする。

5081004
全国農業協同
組合中央会、
農林中央金庫

11

z1000012 定款への従たる事務所の所
在地の記載の廃止 農協法第28条第1項第4号 組合は、定款を定め、これに事務所の所在

地を記載しなければならない。 ｂ Ⅰ

組合の定款においては、組合員等の相互扶
助等を目的とする協同組織としての特性か
ら、商法よりも具体的な記載事項が要求され
ている。従たる事務所についての記載は、組
合員等が利用する施設を定める意味で組合
員資格と並んで協同組織における基本事項
とされてきたのもであり、商法と同様の扱い
とすることについては、定款自治の観点から
慎重な検討が必要である。

5081003
全国農業協同
組合中央会、
農林中央金庫

11

z1000013
農地保有合理化事業を行う
農地保有合理化法人の要件
の緩和

農業委員会等に関する法律
第４０条

都道府県農業会議は、農地法その他の法令
によりその所掌に属させた事項を行う。
都道府県農業会議は、農業及び農民に関す
る①意見公表、行政庁への建議、諮問に対
する答申、②啓もう及び宣伝、③調査及び研
究、④農業委員会の委員等の講習及び研
修、⑤農業委員会の任意業務に対する協力
等を行う。

ｃ

都道府県段階の農業団体は、おのおのの役
割分担のもとに相互連携して構造政策を推
進する体制を構築していること、また、これら
の団体は、実質的に事務局の一元化、ワン
フロア化を運用上措置している事例があるこ
とから、制度上、都道府県農業会議と農業
開発公社を一体化する必然性がないものと
考える。

・回答では、実質的に事務局の一元化等が
されている事例があることを根拠に対応不
可とされているが、
①要望内容は農業委員会の県段階の組織
である都道府県農業会議を農地保有合理化
事業を行う農業開発公社と一元化すること
に特段の支障がなければ、一体化すべきと
のことを求めるものである。
②したがって、制度的な一体化により、農号
の構造政策を阻害する理由があるので有れ
ば、それを示されたい。また、阻害する理由
がないのであれば、一体化を検討されたい。

ｃ

・都道府県農業会議は、農業委員会法に基
づき設立された特別法人であり、農地法に
基づく法令業務の処理等を任務としている。
・このような都道府県農業会議の組織や性
格に鑑み、農地保有合理化事業等を実施す
る法人として設立され収益事業をも営むこと
もできる農業公社等と一体化することは困難
である。

5119013 長野県 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 7 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1000009
農地保有合理化事業を行う
農地保有合理化法人の要件
の緩和

z1000010 農村地域工業等導入促進法
の見直し

z1000011 備え付け議事録等の電子化
の容認

z1000012 定款への従たる事務所の所
在地の記載の廃止

z1000013
農地保有合理化事業を行う
農地保有合理化法人の要件
の緩和

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5119 5119014 長野県 11
農地保有合理化事業を行う
農地保有合理化法人の要件
緩和

農業経営基盤強化促進法及び農業経営基
盤強化促進法施行規則の出資要件等の緩
和

　農業経営の規模拡大、農地の集団化その
他農地保有の合理化を促進するため、農用
地等を買い入れ、又は借り受けて、当該農
用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける
事業等を実施する。

　都道府県出資要件の緩和、あるいは農業
会議による農地保有合理化事業の実施が
可能となれば、公社と関連した農業構造政
策を推進している団体・機関との統合などが
可能となり、担い手の育成支援や農地流動
化の促進支援などワンストップ化によるサー
ビスの向上と効率的な事務執行が可能とな
る。

農業経営基盤強化促進法第
５条第２項第４号のロ

農業経営基盤強化促進法施
行規則第１条

農林水産省

5119 5119012 長野県 11 農村地域工業等導入促進法 農村地域工業等導入促進法の全国的な規
制緩和

　農工法第５条第５項に規定される市町村議
会の議決を要する前に、計画に関する住民
の意見を聴く公聴会を開催するなど、住民の
コンセンサスが十分得られた上で計画が市
町村議会で議決されよう条文を改正・追加す
る。

農工団地の導入に当たり、無秩序な開発行
為を防止し、食料・農業・農村基本法の理念
に基づき農村の多面的機能を維持増進し、
より住民に軸足をおいた、住民参加による計
画策定が推進される。

農村地域工業等導入促進法
第５条第５項 農林水産省

5081 5081004
全国農業協同
組合中央会、
農林中央金庫

11 備え付け議事録等のIT化

主たる事務所、従たる事務所での議事録・
議事録謄本及び事業報告書等の備え付け
について、電子的記録による備え付けも可
能とする。

理事は、総会、理事会及び経営管理委員会
の議事録等及び事業報告書等を主たる事務
所、従たる事務所に備えておかなければな
らないが、農協法上、電磁的記録の作成に
ついての定めがない。

IT化社会においては、いつでも閲覧できる態
勢を整えておけば十分と判断される。

農協法第35条、第36条、商法
第33条ノ２、第166条、第281
条　等

農林水産省

5081 5081003
全国農業協同
組合中央会、
農林中央金庫

11 定款への従たる事務所の所
在地の記載の廃止

定款に記載する事務所の所在地を、本店
（所）の所在地のみに変更する。

組合の定款には、事務所の所在地を記載し
なければならない。

組合の定款には、従たる事務所の所在地全
てを記載しているが、会社は商法第166条第
1項第8号により本店の所在地となっている。
農協では店舗再編を進めており、毎年変更
の必要が生じていることから、会社と同様の
取扱いとなるようにすべきである。

農協法第28条第1項第4号 農林水産省

5119 5119013 長野県 11
農地保有合理化事業を行う
農地保有合理化法人の要件
緩和

農業委員会等に関する法律の要件緩和

　農業経営の基盤を強化するため、農業開
発公社は農地保有合理化事業を行ってお
り、農業委員会は農地利用に関してのあっ
せんを行っている。
　「農業委員会等に関する法律」により、農
業委員会の県段階の支援組織として位置付
けられている都道府県農業会議も農地保有
合理化事業を農業開発公社と一体となり実
施する。

　農地保有合理化事業を行っている農業開
発公社と農地利用のあっせんを行っている
農業委員会を支援している都道府県農業会
議が一体となって事業を行うことにより、県
段階において、より一層構造政策を推進す
る体制が確立される。

農業委員会等に関する法律
第４０条 農林水産省 農業経営基盤強化促進法第５条第２項４の

ロの改正を伴う。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 8 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1000014 外国産小麦の政府売り渡し
価格の引下げ

主要食糧の需給及び価格の
安定に関する法律第六八条
同法施行令第四十三条

麦の政府売渡価格については、家計費及び
米価その他の経済事情を参酌し､消費者の
家計を安定させることを旨として定めることと
されている。具体的には、家計の安定が図ら
れる価格の範囲内で、国内産麦に対する財
政負担と外国産麦の差益との収支に赤字が
生じないことを基本とする方式により決定さ
れている。

ｂ －

政府売渡価格の算定方式については､｢新た
な麦政策大綱」において､民間流通への移行
に伴い政府買入が不要となった際には､費
用負担の透明性が一層向上するような新た
な算定方式（外麦コスト価格と内麦生産の安
定に係る費用を基に算定する方式）に移行
することとされているが、国際化の進展、関
連諸施策の検討状況、内外麦を巡る状況等
を踏まえ、今後さらにそのあり方を検討する
こととしている。なお、平成16年度の政府売
渡価格については、家計等諸般の事情を踏
まえ0.5％の引き下げが決定されたところで
ある。

・回答では、今後さらに検討をするとのことだ
が、
①要望内容は計画的かつ継続的な引き下
げを求めるものである。
②この点についての具体的な対応策をさら
に検討され示されたい。

C －

政府売渡価格の算定方式については､｢新た
な麦政策大綱」において､民間流通への移行
に伴い政府買入が不要となった際には､費
用負担の透明性が一層向上するような新た
な算定方式（外麦コスト価格と内麦生産の安
定に係る費用を基に算定する方式）に移行
することとされているが、国際化の進展、関
連諸施策の検討状況、内外麦を巡る状況等
を踏まえ、今後さらにそのあり方を検討する
こととしている。したがって、現段階で売渡価
格の計画的かつ継続的な引き下げという今
回の要望を措置することは困難である。

5021270
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1000015 資産運用アドバイス業務の取
扱いの容認

農林中央金庫法第54条第4
項、銀行法第10条第２項、投
資顧問業法第４条

有価証券にかかる投資顧問業は、農林中央
金庫及び信託銀行子会社の業務の「付随業
務」として明定されていないことから、業とし
て資産運用アドバイス等の助言業務を行うこ
とができない。

ａ Ⅳ

農林中央金庫が投資顧問業法に規定する
投資顧問業に該当しない範囲で、顧客の金
融資産に対する資産運用アドバイス業務を
取り扱う場合についても「その他付随業務」
として明確化する方向で検討を行う。

第３次答申で合意したスケジュール（15年度
検討・結論）を明示されたい。 ａ Ⅳ

農林中央金庫が投資顧問業法に規定する
投資顧問に該当しない範囲で、顧客の金融
資産に対する資産運用アドバイス業務を取
り扱う場合についても「その他付随業務」とし
て明確化することとし、その具体的内容につ
いて１６年度中に検討を行い、同年度中に実
施する予定。

5080002 農林中央金庫 11

z1000016 従たる事務所の定款への記
載省略の容認

農林中央金庫法第20条第１
項3号

農林中央金庫は、定款を定め、これに事務
所の所在地を記載しなければならない。 ｂ Ⅰ

農林中央金庫の定款においては、会員等の
相互扶助等を目的とする金融機関としての
特性から、商法よりも具体的な記載事項が
要求されている。従たる事務所についての
記載は、会員が利用する施設を定める意味
で会員資格と並んで協同組織における基本
的事項とされてきたものであり、商法と同様
の取扱いとすることについては、定款自治の
観点から慎重な検討が必要である。

5080006 農林中央金庫 11

z1000017 収入依存度規制の緩和

農林中央金庫法第72条第4
項、農林中央金庫法の施行
に関する件（平成13年9月13
日金融庁・農林水産省告示
第13号）第９条３項

従属業務を営む子会社対象会社のうち、「農
林中央金庫からの収入の額の合計額の総
収入の額に占める割合が百分の五十を下
回らない」会社に認めている。

ｂ Ⅲ

現在、収入依存度の規制は、農林中央金庫
が農業協同組合の一員として、組合員及び
会員の利益に資するために必要な規制であ
る。しかし、農林中央金庫及び子会社が５
０％以上の収入依存を持ち、協同組織性を
担保できる前提があれば、他の協同組合金
融機関との調整を図りながら検討する。

検討スケジュール（結論時期）について、具
体的に示されたい。 ｂ Ⅲ

農林中央金庫の子会社に係る収入依存度
規制の撤廃等を認めるか否かについては、
農林中央金庫の他業禁止規定と、本来、農
林中央金庫からみれば他業である従属業務
の在り方を踏まえつつ検討を行うこととして
おり、現時点で検討の終了時期を示すこと
は困難。

5080005 農林中央金庫 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 9 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1000014 外国産小麦の政府売り渡し
価格の引下げ

z1000015 資産運用アドバイス業務の取
扱いの容認

z1000016 従たる事務所の定款への記
載省略の容認

z1000017 収入依存度規制の緩和

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021270
社団法人日本
経済団体連合
会

11 外国産小麦の政府売り渡し
価格の引下げ

　外国産小麦の政府売渡価格を計画的かつ
継続的に引き下げるべきである。

　「新しい麦政策大綱」に基づき、2000年度
から国内産麦の民間流通への移行が図ら
れ、入札・相対取引、品質取引が導入された
ことは、小麦に関する内外価格差の是正と
国内産麦の品質向上の観点から、一定の評
価はできる。しかし、関税率20％前後の安価
な小麦粉調整品及び二次加工品による攻勢
と国産原料の高価格との板挟みの状況に追
い込まれている国内食品工業の経営状況は
厳しく、このままでは生産の空洞化が本格化
する惧れがある。また、小麦の民間流通へ
の移行が進展する中で、消費者負担型の価
格支持制度は、消費者の視点を重視すべき
農政改革に逆行している。

主要食糧の需給及び価格の
安定に関する法律第68条
同法施行令第43条

農林水産省

　ウルグアイラウンド合意により小麦は関税
化されたが、二次関税率が高く、国家貿易体
制が維持されている。また、外国産小麦の
政府売渡価格は、依然として、価格面で安
い外国産小麦による輸入差益を国産小麦の
価格支持の補填に充てることを基本とした、
いわゆる内外麦コストプール方式により決定
されている。その結果、製粉企業への外国
産小麦の売り渡し価格は輸入価格の1.7～
1.8倍となっている。

5080 5080002 農林中央金庫 11 資産運用アドバイス業務の取
扱い

顧客の金融資産に対する運用アドバイス業
務を、農林中央金庫および信託銀行子会社
の業務の付随業務として位置づけるととも
に、投資にかかる「助言業務」について、投
資顧問業法の適用除外とする取扱い。

有価証券にかかる投資顧問業は、農林中央
金庫及び信託銀行子会社の業務の「付随業
務」として明定されていないことから、業とし
て資産運用アドバイス等の助言業務を行うこ
とができないとされている。

・平成10年12月の投資信託の取扱開始等、
農林中央金庫、信託銀行子会社において非
預金型金融商品の取り扱える範囲は拡大し
ており、投資助言サービスに関し、特に資産
家層は質の高いサービスを期待している。
・顧客への適切な助言提供は、顧客の自己
判断を可能とする重要な業務であるという点
で、投資助言業務は農林中央金庫及び信託
銀行子会社の業務と不可分である。

・農林中央金庫法第54条第4
項　・銀行法第10条第２項　・
投資顧問業法第４条

農林水産省
（金融庁）

5080 5080006 農林中央金庫 11 従たる事務所の定款への記
載省略

農林中央金庫の事務所の定款への記載に
ついて、これを商法（第166条第１項8号）の
株式会社の規定に合わせ本店（主たる事務
所のみ）とし、従たる事務所については記載
不要とする。

現在は農林中央金庫法により、主たる事務
所に加え、従たる事務所の定款への記載が
求められている。

地域の個人組合員を主体に事業展開を行う
協同組織にとっては、従たる事務所の所在
地は組合員の施設利用上の利便性に直接
関連し、重大な関心事として定款記載を義
務付ける意義はあると考えられるが、協同
組織の全国団体として事業を行う農林中央
金庫については会員の来店利用に係る関心
は相対的に低いと考えられ、むしろ、定款記
載省略により会員の利用ニーズに照らした
機動的な店舗配置を可能とすることが会員
の利便に資すると考えられることから要望す
るもの。

農林中央金庫法第20条第１
項3号

農林水産省
（金融庁）

5080 5080005 農林中央金庫 11 収入依存度規制の緩和

従属業務を営む子会社対象会社のうち、「農
林中央金庫からの収入の額の合計額の総
収入の額に占める割合が百分の五十を下
回らない」会社については認可不要とされて
いるが、収入の対象に農林中央金庫のほか
農林中央金庫の子会社（出資比率50％以
上）も含めるよう措置する。

従属業務を営む子会社対象会社を子会社と
する場合は、農林中央金庫法第72条第3項4
号により主務大臣の認可を受ける必要があ
るが、「主として農林中央金庫の営む業務の
ためにその業務を営んでいる会社」において
は、「農林中央金庫単体からの収入≧総収
入の５０％の基準（告示第13号9条ー３）」を
満たす場合に限り認可対象会社から除外さ
れる。

今日的にグループ連結経営の強化が求めら
れている中、子会社対象会社の業務対象
は、農林中央金庫単体のみならずグループ
会社全体に広がり、グループトータルとして
の機能発揮が求められている。このため、従
属業務を営む子会社対象会社の中には、今
後、認可対象会社の除外基準（農林中央金
庫単体からの収入≧総収入の５０％）の充
足が困難となる可能性が生じるケースも想
定される。
　・従属業務を営む子会社対象会社の業務
については、もとより限定的なものと認識し
ているが、経営の視点が単体からグループ
全体へと広がり、効率経営の観点から農林
中央金庫の業務の一部を子会社が担ってい
ることを考慮すれば、認可対象会社から除
外する基準としての収入依存度規制につい
て、「農林中金単体」から「農林中金およびそ
の子会社」まで拡大することに実質的な問題
はないと考えられる。

農林中央金庫法第72条第4
項、農林中央金庫法の施行
に関する件（平成13年9月13
日金融庁・農林水産省告示
第13号）

農林水産省
（金融庁）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 10 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1000018
共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

・農業協同組合法（昭和22年
法律第132号）
・農業協同組合及び農業協
同組合連合会の共済事業に
関する省令（昭和33年農林省
令第７号）
・農業協同組合及び農業協
同組合連合会の共済事業に
関する省令の規定に基づき、
特別の理由がある場合に積
み立てる責任準備金の種類
及び額等について定める件
（農林水産省告示第926号）
・農業協同組合共済事業指
導要綱（昭和32年６月15日付
け32農経第3313号農林事務
次官依命通知）
・農業協同組合、農業協同組
合連合会、農業協同組合中
央会及び農事組合法人の指
導監督等（信用事業及び共
済事業のみに係るものを除
く。）に当たっての留意事項に
ついて（平成14年３月１日付
け13経営第6051号農林水産
省経営局長通知）

　農業協同組合法等において、事業の健全
性の確保、契約者保護のために必要な規制
を置くとともに、報告徴求、検査、必要措置
命令等保険業法と同等の監督の下に置いて
いる。
　また、税制については、協同組合としての
税率が適用されている。

ｃ、ｆ －

　農業協同組合及び漁業協同組合等（以下
「農協等」という。）の行う共済事業には、農
業協同組合法等により事業内容、意義等に
応じて必要な規制が適用されている。
　また、税制上の措置は共済事業に着目し
て特別の法人税率が適用されているわけで
はなく、協同組合という法人形態に着目した
適用となっているだけである。

　協同組合の行う共済事業は、それぞれの
組合の目的、構成員たる組合員の意思に基
づき行われており、事業の目的、内容、事業
の拡がり等さまざまであり、それぞれの運営
実態に応じて必要な法規制が行われてい
る。
　セーフティーネットのコスト負担について
は、その負担によってセーフティネットの利
益を享受するものであり、負担の有無のみ
で論ずるのは適当でない。

5071082 米国 11

z1000018

（上記の続き）

共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

（上記の続き）

・農業協同組合及び農業協
同組合連合会の共済事業に
関する指導監督等に当たって
の留意事項について（平成15
年５月20日付け15経営第894
号農林水産省経営局長通
知）
・水産業協同組合法（昭和23
年法律第242号）
・水産業協同組合法施行規
則（昭和58年農林水産省令
第45号）
・水産業協同組合法施行規
則の規定に基づき、農林水産
大臣が定める再保険契約の
内容の条件を定める件（農林
水産省告示第1927号）
・水産業協同組合共済事業
制度の運用について（昭和59
年１月23日59水漁第66号水
産庁長官通知）

5071082 米国 12

z1000018
共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

・農業協同組合法（昭和22年
法律第132号）
・農業協同組合及び農業協
同組合連合会の共済事業に
関する省令（昭和33年農林省
令第７号）
・農業協同組合及び農業協
同組合連合会の共済事業に
関する省令の規定に基づき、
特別の理由がある場合に積
み立てる責任準備金の種類
及び額等について定める件
（農林水産省告示第926号）
・農業協同組合共済事業指
導要綱（昭和32年６月15日付
け32農経第3313号農林事務
次官依命通知）
・農業協同組合、農業協同組
合連合会、農業協同組合中
央会及び農事組合法人の指
導監督等（信用事業及び共
済事業のみに係るものを除
く。）に当たっての留意事項に
ついて（平成14年３月１日付
け13経営第6051号農林水産
省経営局長通知）

　農業協同組合法等において、事業の健全
性の確保、契約者保護のために必要な規制
を置くとともに、報告徴求、検査、必要措置
命令等保険業法と同等の監督の下に置いて
いる。
　また、税制については、協同組合としての
税率が適用されている。

ｃ、ｆ －

　農業協同組合及び漁業協同組合等（以下
「農協等」という。）の行う共済事業には、農
業協同組合法等により事業内容、意義等に
応じて必要な規制が適用されている。
　また、税制上の措置は共済事業に着目し
て特別の法人税率が適用されているわけで
はなく、協同組合という法人形態に着目した
適用となっているだけである。

　協同組合の行う共済事業は、それぞれの
組合の目的、構成員たる組合員の意思に基
づき行われており、事業の目的、内容、事業
の拡がり等さまざまであり、それぞれの運営
実態に応じて必要な法規制が行われてい
る。
　セーフティーネットのコスト負担について
は、その負担によってセーフティネットの利
益を享受するものであり、負担の有無のみ
で論ずるのは適当でない。

5072030 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1000018
共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

z1000018

（上記の続き）

共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

z1000018
共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071082 米国 11
共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

共済と民間競合会社間の公正な競争確保
のため、すべての共済事業者に民間と同一
の法律、税金、セーフティネットのコスト負
担、責任準備金条件、基準及び規制監視を
適用することを提言する。

共済は、民間と直接競合する各種の保険商
品を提供し、日本の保険市場において相当
なマーケットシェア－を有している。管轄省
庁が規制をしている共済もあれば、（例え
ば、農林水産省は農業共済を規制してい
る）、全く規制をされていない（根拠法のな
い）共済もある。根拠法のない共済に対する
規制制度の欠如及び、その他の共済に対す
る弱い規制制度は、日本政府の健全かつ透
明な規制環境を企業並びに保険契約者に提
供する能力を損なうものであり、また、共済
がビジネス､規制及び税の観点から民間の
競合会社に対し大幅に有利に立つ要因と
なっている。

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

5071 5071082 米国 12

（上記の続き）

共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

5072 5072030 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

簡保並びに共済への民間保
険会社と同様の規制制度の
適用

簡保と共済には、免許を受けた民間保険会
社に適用されるのと同じ規制制度が適用さ
れるべきであり、新たな引き受け活動を展開
するために規制上および税制上の特典を利
用することを慎むべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.5.1.金融サービス／保険部門

による。

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 12 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1000018

（上記の続き）

共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

（上記の続き）

・農業協同組合及び農業協
同組合連合会の共済事業に
関する指導監督等に当たって
の留意事項について（平成15
年５月20日付け15経営第894
号農林水産省経営局長通
知）
・水産業協同組合法（昭和23
年法律第242号）
・水産業協同組合法施行規
則（昭和58年農林水産省令
第45号）
・水産業協同組合法施行規
則の規定に基づき、農林水産
大臣が定める再保険契約の
内容の条件を定める件（農林
水産省告示第1927号）
・水産業協同組合共済事業
制度の運用について（昭和59
年１月23日59水漁第66号水
産庁長官通知）

5072030 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 12

z1000020
森林バイオマスエネルギー供
給に係る国有林の間伐材の
譲渡の特例の容認

会計法、予算決算及び会計
令、国有林野事業特別会計
法施行令

国が随意契約を行う場合には、相手方、用
途に制限があり、会計法(昭和22年法律第35
号)において限定しているところである。国有
林野事業特別会計における立木の販売につ
いては、国有林野事業の経営上必要な措置
として、一般会計における場合よりも広く随
意契約によることができる場合について、国
有林野事業特別会計法施行令(以下「施行
令」という。）第27条の4において、次のとおり
規定している。１　森林の一部の立木の伐採
に際し、残余の立木の保護その他当該森林
の保護上伐採に特殊の技術を必要とする場
合において、当該森林の立木を直接にその
特殊の技術を有するものに売り払うとき、２
国有林野の所在する地方において素材生産
又は製材若しくは木工を主たる業務とする地
元の事業場又は工場で、当該国有林野の経
営と相互に密接な関係を有するものを保護
する必要がある場合において、当該国有林
野の立木を素材生産用、製材用又は木工用
として直接に、その素材生産、製材又は木
工を営む者に売り払うとき、

ｄ －

本事案については、施行令第27条の4第1号
に基づき、例えば間伐木の伐採に特殊技術
を有する者（バイオマス発電を行う第三セク
ターでも可能）に対しては従来から随意契約
で立木を売り払うことは可能。
また、施行令第２７条の４に基づき、随意契
約で立木を売り払う対象となった素材生産事
業者と第三セクターが取引協定を締結する
ことにより、安定的に資材は供給されること
になると考えている。

・回答では従来から随意契約での対応が可
能であるとのことだが、
①要望内容は現行制度の解釈上実際にバ
イオマス発電を行う第三セクターが対象とな
るかだけでなく、早急にその実現が可能とな
ることを求めるものである。
②この点について早急に検討し措置された
い。また、併せて、具体的な手順や要件など
対応策を改めて示されたい。

d －

・森林バイオマス発電を運営する第三セク
ターに随意契約を通じて資材を提供すること
については、
①第三セクターが自ら素材生産を行う場合
は、国（国有林野事業）と直接素材の安定取
引に関する協定を結び、また、
②第三セクターが素材生産過程を素材生産
業者に委ねる場合は、国（国有林野事業）と
素材生産業者、第三セクターの三者が上記
協定を結び、当該協定に基づいて随意契約
により資材を提供することとなる。

5020002 岩手県金ヶ崎
町 11

z1000020

（上記の続き）

森林バイオマスエネルギー供
給に係る国有林の間伐材の
譲渡の特例の容認

（上記の続き）

３　国有林野の管理経営に関する法律（昭
和26年法律第246号）第17条の2の契約をあ
らかじめ公示した予定価格をもって締結する
とき。ただし、施行令第27条の5において、
「随意契約によろうとするときは、予め財務
大臣に協議しなければならない」との規定が
あり、当該協議にて買受者について随意契
約の適格性が認められる必要がある。

5020002 岩手県金ヶ崎
町 12

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 13 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1000018

（上記の続き）

共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

z1000020
森林バイオマスエネルギー供
給に係る国有林の間伐材の
譲渡の特例の容認

z1000020

（上記の続き）

森林バイオマスエネルギー供
給に係る国有林の間伐材の
譲渡の特例の容認

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5072 5072030 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 12

（上記の続き）

簡保並びに共済への民間保
険会社と同様の規制制度の
適用

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

5020 5020002 岩手県金ヶ崎
町 11

森林バイオマスエネルギー供
給に係る国有林の間伐材の
譲渡の特例について

国有林が存する市町村が構成員となる第三
セクターが行う森林バイオマス発電の資材と
して供給する場合に限り、国有林の間伐材
について、当該第三セクターを随意契約の
相手方とする規定を加え、優先的に譲渡で
きる特例措置を講じようとするもの。

◎第三セクターが森林バイオマス等ガス化
プラントを建設し、そのガスを燃料として供給
し、若しくは発電施設の併設によって電力と
して特定需要者に供給しようとするものであ
ります。
・特定事業者とは当面、市町村が有する公
共施設や市町村等が造成販売した工業団
地内企業等を想定するものである。
・多くの市町村にとって公共施設の電気、暖
房に係る経費の捻出並びに公有林の有効
活用について課題となっているものと思われ
ます。こうした実情を踏まえ、その課題解決
の選択肢の一つとして森林バイオマスを活
用した新エネルギーの導入を促進し、将来
的には技術革新による低廉な電気の使用を
目標とするものであります。

◎地球温暖化に対する対応が求められてい
る中、温暖化対策に有効とされている森林
資源の活用が課題となっています。　　日本
の森林面積は平成14年度において2,512万
ヘクタールであり、その３分の１が国有林で
占められており、市町村有林は約６％に過ぎ
ない状況となっております。
・このような状況下、国土交通省では「森林
吸収源１０ケ年対策」の柱の一つに木材、木
質バイオマスの利用促進を掲げており、今
後市町村としても地域に有する森林資源の
有効活用を図っていくことが必要との認識に
あるところです。
・当該事業の課題として森林資源の収集・運
搬・育成があげられます。この課題解決には
当該事業が先駆的な事業であることから、ま
ずもって公有林を活用し、順次民有林の活
用へと拡大すべきと考えます。

国有林野事業特別会計法
施行令第27条の4第1号 農林水産省

5020 5020002 岩手県金ヶ崎
町 12

（上記の続き）

森林バイオマスエネルギー供
給に係る国有林の間伐材の
譲渡の特例について

（上記の続き）

・森林バイオマスの活用による電力発電の
分野は新しく、現在、その技術的な研究、実
証実験が繰り返されているところでありま
す。がしかし、課題となっているのが、発電
に必要なエネルギー源の森林の確保（低コ
ストによる供給確保）であり、設備の低コスト
化であります。
・森林バイオマスのガス化事業は、単に電力
供給のみでなく水素生産も可能であることか
ら、水素エネルギー社会の構築の礎となる
可能性も大であります。森林資源は循環型
社会の構築に適合し、森林国の日本の地域
特性に応じた特区構想も全国的に普及する
ものと思われます。

（上記の続き）

・森林資源の活用のネックである供給体制
確立のため、日本の森林資源の多くを有す
る国有林の間伐材の有効活用を必要とする
ものであり、当該市町村内に有する国有林
の間伐材の譲渡を優先的に確保できるよう
事業環境の確立を目指すものであります。
・当該事業が全国規模で取り組まれることに
よって、地球温暖化対策の効果がより一層
高まり、さらに化石燃料依存型社会から脱却
し資源循環型社会への移行とつながること
が期待できます。

農林水産省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 14 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1000021 土地改良区が行える事業範
囲の拡大 ・土地改良法　第十五条

　土地改良区は、その地区内の土地改良事
業及び当該土地改良事業に附帯する事業を
行うことができる。

ｃ（個別
の事案
によっ
ては、

ｄ）

土地改良区は、土地改良事業の施行を目的
として設立される法人であり、当該事業の土
地・水のつながりにより一定地域全体の農
地を対象にしなければならないという性格か
ら、土地改良法上、事業施行について当該
地域内で事業参加資格を有する農業者等の
３分の２以上の同意を得、都道府県知事の
認可を受けて設立がなされると、不同意者も
含めて事業参加資格者全員が「組合員」とな
る強制加入制が採られ、かつ、事業実施に
必要な費用については組合員への賦課金に
よることを前提に、滞納者に対する強制徴収
権も付与されているところである。
　このように土地改良区は土地改良事業の
性格に基づく強い公共的性格・権能を持つ
法人であることから、その業務の範囲は、土
地改良事業の適切かつ安定的な実施を確
保する観点から、こうした土地改良区の権能
の下で行うことが不可欠な土地改良事業及
びこれに附帯する事業に限定されているも
のである。

　

　

・回答では土地改良区の強い公共的正確を
根拠に対応不可とされているが、
①要望内容は実際に実施可能な付帯事業
の範囲を明確にし、それを周知徹底すること
を求めているものである。
②少なくとも現行制度で可能な事業は何な
のか、それを確定するための具体的な手順
や要件を示されるとともに、その内容を周知
されたい。

ｄ

　土地改良区の行うことのできる附帯事業の
範囲については、①主たる土地改良事業に
必要又は有益な事業であって、かつ、②これ
に従たる事業であることが必要であると解し
ているところであり、このような趣旨の下で行
う自家発電、水源涵養林の育成、土地改良
施設の他目的使用等が附帯事業に該当す
ることについては、これまでも土地改良法解
説等においても示されているところである。
　　しかしながら、個別具体の事業が各土地
改良区において附帯事業に該当するかを網
羅的に判断することは、当該土地改良区が
行う土地改良事業の状況、地域の実態等に
よってそれぞれ異なることから、あらかじめこ
れを一律に確定することは困難である。この
ため、具体的に附帯事業に該当するかどう
かの判断については、附帯事業を実施しよう
とする場合には定款変更の認可を必要とす
ることから、一義的には認可権者たる都道
府県知事の判断に委ねられているところで
ある。

5113003 新潟県 11

z1000021

（上記の続き）

土地改良区が行える事業範
囲の拡大

（上記の続き）

　ご提案の、「農地の保全及び農村環境の
向上に関する業務及び土地改良区相互の
機能を補完する業務」については、具体的規
制改革要望内容及び具体的事業の実施内
容から判断すれば、これらの業務が土地改
良区が行うべき土地改良事業に密接に関連
する事業であるとは一概にはいえないことか
ら、これを一律に土地改良区が行うことので
きる事業として規定することは困難である。
　また、土地改良区の持つ知見の活用は、
土地改良区自体の業務を拡大しなければで
きないというものではなく、それぞれの実施
主体との適切な役割分担の下で、密接かつ
的確な連携協力を行っていくことが必要であ
り、効果的であるとも考えられる。
　なお、ご提案の業務については、個別の事
案によっては、土地改良区の行う土地改良
事業に密接に関連する事務もあるものと考
えられることから、個別の事案に即して附帯
事業に該当するかどうかを判断するべきも
のと考える。
　

　

（上記の続き）

　したがって、本件については基本的に都道
府県知事の判断が尊重されるべきものと考
えられるが、仮に都道府県知事が判断に苦
慮する個別具体の事案が生じた場合には、
制度の円滑な運用に資するため、照会等に
応じて適宜必要な技術的助言等を行って参
りたい。
　なお、以上の内容については、都道府県担
当者に対する周知・徹底を図って参りたい。

5113003 新潟県 12

z1000022
農業体験に係る補助事業に
おける補助金交付要件の一
本化

農業経営総合対策推進事業
（新規就農促進総合支援事
業）要領（別表１事業種類の
欄の２の関係（別記１３））及
び総合食料対策事業要領
（別表３の６の関係（運用２の
イ））

ｅ

ｅ：食育で行っている体験学習は、食の安
全、食の選び方や組み合わせ方を教えるこ
とにより、食について関心を持ち、自ら考え
る習慣を身につけることを目的としており、そ
の内容は味覚を身につける体験、加工及び
調理等の食に関する体験となっている。一
方、農業・農村体験学習は、農作物の生産
等の体験活動を通じて子どもたちの農業に
対する理解と関心を深めるとともに、自ら学
び自ら考える力（生きる力）をはぐぐむことを
目的としており、その内容は、農作業の一部
又は全部の体験、都市部の子どもたちが農
村地域に滞在して行う農業・農村体験等と
なっている。よって、両者の事業は目的及び
内容が異なるため、事業の一本化にはなじ
まなず、仮に一本化したとしても事業の効率
化にはつながらないと考える。

・回答では事業目的及び体系が異なることを
根拠に一本化になじまないとされているが、
①要望内容は具体的にどの補助要件が一
本化になじまないものかを求めているもので
ある。
②その内容及び理由を示されたい。

ｅ

　それぞれの実施要領に定める事業目的及
び事業内容が異なる事業であるため、一本
化にはなじまない。それぞれの事業目的を
ご理解いただき事業を選択し、また、必要な
らば併用していただきたい。

5119011 長野県 11

z1000023 国際基準との整合化の推進
農林物資の規格化及び品質
表示の適正化に関する法律
（ＪＡＳ法）

ＪＡＳ法に基づく登録（外国）格付機関又は登
録（外国）認定機関となるための要件につい
ては、法律に経理的基礎及び業務の公正な
実施のための基準が規定されているほか、
法律に基づき農林水産大臣が設備・人員等
の基準を定めている。
参考：ＪＡＳ法第１６条第２項（第１７条の６第
２項、第１９条の６の２第２項及び第１９条の
６の４第２項により準用される場合を含む）

ｄ －
ＪＡＳ法については、現在、国際基準との整
合化を図りつつ制度の運用を行っているとこ
ろである。

5072055 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 15 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1000021 土地改良区が行える事業範
囲の拡大

z1000021

（上記の続き）

土地改良区が行える事業範
囲の拡大

z1000022
農業体験に係る補助事業に
おける補助金交付要件の一
本化

z1000023 国際基準との整合化の推進

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5113 5113003 新潟県 11 土地改良区が行える事業範
囲の拡大

土地改良法第１５条に規定する土地改良区
が行うことのできるに、「農地の保全及び農
村環境の向上に関する業務及び土地改良
区相互の機能を補完する業務」という項を追
加する。

①土地改良区内の公共事業目的で買収さ
れ事業着手まで放置される農地及び遊休農
地等の管理業務受託
②地方公共団体や自治会等から委託される
農村環境の向上に係る事務の受託（農村環
境整備事業等により設置した集会場等の公
的施設の維持管理等）
③水系を同じくする土地改良区の換地業務
の受託

土地改良区の行える事業については、土地
改良法第１５条に基づき、土地改良事業及
びその付帯事業として限定されている。この
ことから、土地改良区が持つ機能を活用して
地域に貢献したいという要望があるにもかか
わらず、できない状況にある。米政策改革及
び市町村合併により、市町村の範囲が拡大
化することにともない、地域密着型の公的組
織の持つ人材、能力を有効に活用して農地
の保全、行政事務の補完的業務を行うこと
は社会的、経済的に好ましく、公共の利益に
も合致する。

土地改良法第１５条 農林水産省  ・詳細説明書

5113 5113003 新潟県 12

（上記の続き）

土地改良区が行える事業範
囲の拡大

農林水産省

5119 5119011 長野県 11 農業体験に係る補助事業 農業体験に係る補助金交付要件に係る全国
的な規制緩和

　次代を担う子どもたちに対する農業体験・
農作業体験を実施するに当たり、農林水産
省の総合食料局では部分的な農業体験を
認め、経営局では通年の農作業体験を補助
金交付要件とするなど、同省内の各局により
交付要件が異なっているので、一本化する。

農業体験要件の一本化により、効率的な事
業導入が推進される。

農業経営総合対策推進事業
（新規就農促進総合支援事
業）要領（別表１事業種類の
欄の２の関係（別記１３））及
び総合食料対策事業要領
（別表３の６の関係（運用２の
イ））

農林水産省

5072 5072055 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 国際基準との整合化の推進

日本の関係省庁が規制手続きを簡素化し、
より多くの国際基準および性能規格を参照
し、適合評価機関承認の基準について、（外
国の試験・検査機関の無差別化を含み）
ISO/IEC 基準と慣行との調和を図ることを要
望する。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

2.2.1.国際基準の促進／外国試験・検査機関
の承認

による。

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 16 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1000024 外国の適合評価機関の指定
に関する情報の明示

農林物資の規格化及び品質
表示の適正化に関する法律
（ＪＡＳ法）

ＪＡＳ法に基づく登録外国格付機関又は登録
外国認定機関となるための要件について
は、法律及び法律に基づき農林水産大臣が
定めた基準（告示）として公示しているところ
である。

ｄ －

ＪＡＳ法に基づく登録外国格付機関又は登録
外国認定機関となるための要件について
は、「公益法人に対する行政の関与の在り
方の改革実施計画」（平成１４年３月２９日閣
議決定）の「公益法人に対する国の関与等
を透明化・合理化するための措置」に基づ
き、農林水産省関係の検査等の委託に係る
基準として農林水産省ホームページに掲載
しているところである。

5072056 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z1000026 EUにおける動植物製品の単
一市場の存在の容認

　①ＥＵ、各加盟国に発生する動植物の伝染
性疾病・病害虫の種類及び発生状況が異
なっていること
　②検疫業務は各加盟国の検疫当局が行っ
ており、統一規則が制定されているとはい
え、各国の検疫体制及びその技術水準が均
一ではないこと
から、我が国の各国に対する検疫上の要件
もそれぞれの状況に応じて設定している。

ｃ －

ＥＵの要望がＥＵ域内を一つの検疫単位とし
て取り扱い、ある加盟国で認められた検疫
措置を他の加盟国にも自動的に認めるべき
との主張であれば、
　①ＥＵ、各加盟国に発生する動植物の伝染
性疾病・病害虫の種類及び発生状況が異
なっていること
　②各国の検疫体制及びその技術水準が均
一ではないこと　　　　　　　　　　　　　　　　か
ら、EUを一つの検疫単位として扱い、加盟国
ごとに現在認めている各措置をそれ以外の
加盟国に自動的に認めることは、新たな動
植物の伝染性疾病・病害虫の侵入防止を図
る観点から適当ではないものと考えている。
さらに、当該要望は、両国植物検疫当局間
で科学的根拠及びデータに基づいた技術的
な協議により問題解決を図る必要があり、従
来どおり日・ＥＵ規制改革対話の専門家会合
等の場で協議を行うことが適当と考えてい
る。

5072064 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z1000027
JASおよびJISにおける登録
外国認定機関となるために必
要な手続の簡素化、迅速化

農林物資の規格化及び品質
表示の適正化に関する法律
（ＪＡＳ法）

登録外国認定機関の登録を受けようとする
者（日本農林規格制度と同等の水準にある
と認められる格付制度を有している国で省
令で定めるものに限る。）は、手数料を納付
して農林水産大臣に申請することとなってい
る。

ｄ －

外国の機関を登録外国認定機関として登録
するには、まず、当該国がＪＡＳ制度と同等
の格付の制度を有しているかについて審査
を行う必要があり、現在ＥＵ域内からはオー
ストリア、ドイツ及びフィンランドから申請を受
けている。これらの国に対し日本側として
は、提出された資料について質問を行い、そ
の回答を待っているところであり、日本側、
申請国の双方が協力しながら迅速に対応す
べきと考える。

5072059 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z1000028 JASに係る手続の簡素化等
農林物資の規格化及び品質
表示の適正化に関する法律
（ＪＡＳ法）

外国製造業者は登録認定機関又は登録外
国認定機関に申請し、認定を受けて日本農
林規格の格付けを行い表示している。

ｄ －

ホルムアルデヒドによる建設資材について、
すでにＪＡＳ制度上、ＥＵを含む欧州の製造
業者を認定できる登録認定機関（５機関）に
対して申請し、認定を受けた認定業者がＪＡ
Ｓマークの付与を行うことが可能となってい
る。なお、これらの登録認定機関に対する個
別の申請について具体的な問題があれば随
時御相談頂きたい。

5072058 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z1000029 食品品質表示基準の統一

農林物資の規格化及び品質
表示の適正化に関する法律
加工食品品質表示基準
生鮮食品品質表示基準　等

　一般消費者向けのすべての食品につい
て、ＪＡＳ法に基づく告示（生鮮食品品質表示
基準、加工食品品質表示基準等）により、生
鮮食品については名称及び原産地等、加工
食品については名称、原材料名、賞味期限
等を義務づけている。
　都道府県などにおいては、これらの基準で
規定されていない事項について、都道府県
等の判断により、表示の基準等を定め、事
業者に対し表示を求めている。

ｃ －

　ＪＡＳ法に基づく食品の品質表示制度は、
一般消費者の選択に資する観点から、国際
的な表示ルールとの整合を図りつつ、食品
の種類別に表示すべき事項等を内容とする
品質表示基準を定めているところであるが、
都道府県等が住民福祉の向上等の観点か
ら条例により独自の基準等を定めることは、
地方自治に基づく当該都道府県等の判断に
よるものと考えている。

5015017 日本チェーン
ストア協会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 17 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1000024 外国の適合評価機関の指定
に関する情報の明示

z1000026 EUにおける動植物製品の単
一市場の存在の容認

z1000027
JASおよびJISにおける登録
外国認定機関となるために必
要な手続の簡素化、迅速化

z1000028 JASに係る手続の簡素化等

z1000029 食品品質表示基準の統一

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5072 5072056 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 外国の適合評価機関の指定

に関する情報の明示

外国の適合評価機関の指定を認めているす
べての法律に関して、包括的な情報の提供
を望む。その情報は、使いやすい形式で作
成されることを望みたい。すなわち、承認・指
定に関する日本の基準と該当するISO/IEC
基準を対応する形でリストにまとめ、
ISO/IEC基準に対して追加的な日本の要件
が明確にわかるようにされたい。そのような
重要な情報が確実に公表されるひとつの方
法は、日本政府が、（i）所轄大臣が外国の適
合評価機関を承認できることを規定する法
律あるいは施行令、(ii)適合評価機関の承認
に適応される基準、(iii)当該基準のISO/IEC
基準／ガイドラインとの整合性の度合いを一
挙に示したデータベースを作成することであ
ろう。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

2.2.1.国際基準の促進／外国試験・検査機関
の承認

による。

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省

5072 5072064 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 EUにおける動植物製品の単

一市場の存在の容認

EUは、地域主義に関して欧州レベルで取ら
れた法的な決定を信頼し、EUからの産品に
対して輸入措置を適用する場合は、これら
の決定によって承認された疾病・害虫のない
地域を考慮に入れることを要請する。地域主
義に関するEUの措置は、国際獣医事務局
（OIE），コーデックス（CODEX）および欧州･
地中海植物防疫機構（EPPO-European and
Mediterranean Plant Protection
Organization）の国際基準に十分に整合す
る。各加盟国による15（近い将来25）の個別
の承認を必要とすることは、排除されねばな
らない。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

2.3.3.国際基準の促進／食品安全および農
産物／地域主義－動植物製品に関してEU
を単一市場と認証すること

による。

農林水産省

5072 5072059 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

JASおよびJISにおける登録
外国認定機関となるために必
要な手続の簡素化、迅速化

JAS およびJIS規則のもとで登録外国認定
機関（RFCO）となるために必要な手続きを簡
素化・加速化すること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

2.2.2.国際基準の促進／建築基準　建築材
料のホルムアルデヒド発散基準

による。

農林水産省
経済産業省

5072 5072058 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 JASに係る手続の簡素化等

JASの製造過程承認にかかわる申請の手続
きを簡素化かつ加速化し、欧州の製造業者
自身によるJASマークの付与を可能にするこ
と。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

2.2.2.国際基準の促進／建築基準　建築材
料のホルムアルデヒド発散基準

による。

農林水産省

5015 5015017 日本チェーン
ストア協会 11 ・食品品質表示基準の統一 ・食品に関する地方条例に基く品質表示基

準の廃止又は国レベル基準との一体化

・ 改正JAS法等による国レベルでの品質表
示基準が整備されたことにより、地方レベル
での品質表示基準は、その地方の特産物表
示等に関することは別として、必要性は乏し
く、逆に自治体特有の上乗せ規制が企業の
広域的で自由な経済活動が経済活動の阻
害となる場合がある。
・ 国政レベルで定められた法律を根拠とす
る基準のある事項については条例規制の廃
止、もしくは国レベルの基準と同等にすべき
である。

・ 消費者保護基本法に基く自治体の消費者
保護行政の一環として、種々の食品につい
て独自の品質表示基準を制定している自治
体が大消費圏を中心に多々ある。
・ この独自基準の中に、国の基準への上乗
せ等で自治体間で異なる。
 ＜例＞
 カット野菜・カットフルーツの日付に関する表
示基準
（国）　　 消費期限
（東京） 　消費期限   加工年月日
（大阪、神戸） ※カットフルーツのみ表示義
務消費期限、加工年月日

・農林物資の規格化及び品
質表示の適正化に関する法
律
・食品衛生法

農林水産省
厚生労働省
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1000030 JAS法による玄米・精米の表
示制度の見直し

農林物資の規格化及び品質
表示の適正化に関する法律
（昭和２５年法律第１７５号）第
１９条の８、
玄米及び精米品質表示基準
（平成１２年3月３１日農林水
産省告示第５１５号）第３条か
ら第５条、
農産物検査法（昭和２６年法
律第１４４号）第１１条、
農産物規格規程（平成１３年
２月２８日農林水産省告示第
２４４号）第１の２の(2)

　農林物資の規格化及び品質表示の適正
化に関する法律（JAS法）では、農産物検査
法に基く銘柄検査を受けた米だけが、産地、
品種、産年の表示ができる。栽培する都道
府県の産地品種銘柄として設定されている
品種のみが銘柄証明される。産地品種銘柄
でない品種は、銘柄証明はなされず、産年
及び等級証明のみがなされることとなり、精
米段階でのＪＡＳ法に基づく、表示は「○○年
産国内産その他うるち米100％」などとなる。
　産地品種銘柄の設定は、各都道府県ごと
に都道府県、生産者団体、実需者団体等と
農政事務所が協議し、その協議結果を尊重
して決定している。

ａ、ｄ Ⅳ

　現行制度となった１３年度以降、新たに３９
銘柄が新規に産地品種銘柄に設定されてい
る。このうち年間の検査数量が５０トン未満
が２０銘柄、５トン以下でも７銘柄あるなど現
在でも小ロット品種も多数新規で設定されて
いる。
　しかしながら、米政策改革の下、多様な消
費者ニーズに応えた「売れる米づくり」を目指
す産地の取組みにより沿った対応とするた
め、16年産米以降の銘柄設定に関する各都
道府県協議の進め方について、次を指導す
る。
①　新規銘柄設定要望の聴取の仕組みの
明確化（実際に新規の銘柄設定を要望する
者の提出書類、提出先（農政事務所）、提出
期間）
②　実際に新規の銘柄設定を要望する者の
会議への出席
③　会議の透明性の確保（会議の開催の公
表、議事の公開）
　さらに、17年産から直接農政事務所が新
規設定の申請を受付けた上、有識者の意見
を聴いて銘柄設定をする仕組みを導入する
こととする。
　これらにより、新品種や小ロット品種の米
について産地品種銘柄の設定が一層容易
になされるものと考えている。

・回答では制度運用の見直しによって産地
品種銘柄の認定が容易になったとのことだ
が、
①要望内容はどのような制度変更により新
品種や小ロットの産地品種銘柄の設定が容
易となるのか、またその成果が周知徹底さ
れることを求めているものである。
②その具体的な手順や要件を示されるとと
もに、その周知を図られたい。

ａ，ｄ Ⅳ

　現行の産地品種銘柄の設定は、各都道府
県ごとに都道府県、生産者団体、実需者団
体等、農政事務所が協議し、その協議結果
を尊重して決定している。
　今後は、米政策改革の下、多様な消費者
ニーズに応えた「売れる米づくり」を目指す産
地の取組みにより沿うとともに、機動的な対
応とするため、以下のような方式に変更する
こととする。
　１６年産については、「国内産農産物銘柄
設定等申請要領」に基づき行っている各県
の協議について、新規銘柄設定要望の聴取
の方法を公示（掲示）や農政局のＨＰ掲載を
通じた周知により、新規の銘柄設定を要望
する者が要望し易い環境作りを行った。ま
た、協議のための会議への出席について
は、従来、行政や生産者団体、実需者団体
等の代表者が出席することが多かったが、
実際に新規の銘柄設定を要望する者の出
席や議事の公開により透明化にするよう指
導を行った。
　さらに、17年産からについては、１６年度中
に要領を見直し、直接農政事務所が新規設
定の申請を受付けた上、有識者の意見を聴
いて銘柄設定を行う仕組みを導入することと
し、新たな要領を生産者団体、実需者団体
の他関係団体に幅広に通知するとともに、
農林水産省総合食料局のＨＰ等に掲載する
ことにより広く周知を図り、銘柄の要望をし易
い環境作りに努めることとする。

5021278
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1000031 SPS認証の迅速化

我が国未発生で我が国に侵入した場合、農
業生産に著しい被害を及ぼす重大病害虫の
発生国からの当該病害虫の寄主植物の輸
入は、植物防疫法に基づき禁止している。輸
入解禁のためには、輸出国側より重大病害
虫の侵入防止措置（殺虫処理、病害虫無発
生地域等）が開発され、その有効性が日本
側植物検疫当局により確認される必要があ
る。

ｅ －
提出された技術データの検討は速やかに行
い、回報しており、EUが指摘するように不当
に手続きを遅延させていることはない。

5072065 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z1000032 日本農林規格（ＪＡＳ）に係る
運用等の見直し

農林物資の規格化及び品質
表示の適正化に関する法律
（ＪＡＳ法）

①　JAS法では、全ての品目について、５年
以内に見直しを行うこととなっている。

②　JAS規格に同等の性能を有する樹種等
が使用できる旨の規定があるが、それを認
めるプロセスが定められていない。

③　それぞれの品目毎に見直しの検討行う
のに必要な者を任命し参加いただいている。

④　品目毎に決められた期間毎に格付の検
査を行うこととなっている。

①ｄ

　
②ｂ

③ｃ

④ｃ

①－

　
②－

③－

④－

①　規格の見直しについては、現在５年毎に
見直しを行っているが、社会的ニーズの高い
ものについては、５年毎の見直しと別に対応
することとしている。
②　同等の性能を有する樹種等を認めるた
めのプロセスの検討を行っているところであ
る。
③　今までも、必要に応じJAS調査会部会の
正式な委員として参加いただいており、今後
もこれまで同様必要に応じ参加いただくこと
としているが、そもそもＪＡＳ調査会の委員に
は品目毎に専門的な知見を有する者を任命
することとしており、特定国の者であることを
理由に任命を行うことは公平性を害すると考
えている。
④　ホルムアルデヒドの放散量については、
社会的に関心が高いこと、また、規格改正の
検討の際使用者側から、試験頻度を緩和す
ることに抵抗があるとの意見があったことか
ら、緩和について議論することは適当ではな
いと考えている。

5074022 カナダ 11

z1000033
ペットフード原料としての牛以
外の動物由来の内臓加工品
（嗜好性物質）の輸入の解禁

「動物性加工たん白（肉骨粉
等、飼料となる可能性のある
もの）の緊急輸入一時停止措
置について」（平成13年10月１
日付け13生畜第3326号農林
水産省生産局長通知）

平成１３年に我が国においてＢＳＥ感染牛が
確認されことから、平成１３年１０月１日付け
で肉骨粉等、飼料となる可能性のあるもの
の緊急輸入一時停止措置全ての国及び地
域からの動物性加工たん白の輸入を一時停
止している。

ｂ Ⅳ 対象国から輸入される動物性加工たん白の
安全性が確認されれば対応可能

・回答では対象国から輸入される動物性た
ん白の安全性が確認されれば対応可能との
ことだが、
①要望内容は一般的に安全性が確認されな
くとも輸入者からの加工記録の提出及び残
さの処理の提出等の報告があれば輸入でき
ることを求めているものである。
②当該措置のみでは不十分な理由を示され
たい。

ｂ Ⅳ

ペットフード原料を含む動物性加工たん白の
輸入に関しては、交差汚染の恐れがあり、
家畜用飼料として転用される可能性がある
ということから全ての国、地域からの輸入を
停止している。動物検疫は家畜の伝染病を
拡げるおそれの有無について輸入検査を実
施し、その結果、ひろげるおそれがないとい
うことを確認した上で輸入検疫証明書を発行
し、輸入を認めるものである。安全性が確認
されないものについて輸入を認めることは現
行制度上不可能である。

5021279
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 19 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1000030 JAS法による玄米・精米の表
示制度の見直し

z1000031 SPS認証の迅速化

z1000032 日本農林規格（ＪＡＳ）に係る
運用等の見直し

z1000033
ペットフード原料としての牛以
外の動物由来の内臓加工品
（嗜好性物質）の輸入の解禁

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021278
社団法人日本
経済団体連合
会

11 JAS法による玄米・精米の表
示制度の見直し【新規】

新品種や小ロット品種の米についてはJAS
法表示制度の適用除外とするか、あるいは
JAS法表示制度が適用される場合であって
も産地品種銘柄の認定が容易になされるよ
うに措置すべきである

　民間育成品種や中央農業総合研究セン
ターによる低蛋白米「春陽」など個性のある
品種が多数あるにもかかわらず、その品種
名で販売することができず、消費者や米卸な
どの実需者に対して十分な情報提供ができ
ない。このような状況は、多様な消費者ニー
ズに応えた売れる米作りを目指す米政策改
革大綱の趣旨に反している。

農林物資の規格化及び品質
表示の適正化に関する法律
玄米及び精米品質表示基準
農産物検査法第11条
農産物規格規程第１の２の
(２)

農林水産省

　農林物資の規格化及び品質表示の適正
化に関する法律（JAS法）では、農産物検査
法に基く銘柄検査を受けた米だけが、産地・
品種の表示ができることとされている。銘柄
検査を受けるためには、栽培する都道府県
の産地品種銘柄として設定される必要があ
る。産地品種銘柄でない品種は、銘柄検査
を受けることができず、等級検査のみを受
け、表示は「○○年産国内産その他うるち米
100％」などとなる。産地品種銘柄として認定
される要件は都道府県によって異なるが、小
ロットの品種の認定については、関係団体を
経由しなければならず、また、時間もかか
る。

5072 5072065 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 SPS認証の迅速化

日本が、特にいくつかの未解決の現要望（ス
ペイン産のクレメンティーナとサルスティアー
ナ、フランス産の林檎、イタリア産果実と野
菜＜特にオレンジのタロッコ種＞およびベル
ギー産トマトなど）に関して不当に遅延するこ
となく、輸入要請の手続きを進めることをEU
は要望する。SPS認証は、今後速やかに、遅
滞なく行われるべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

2.3.4.国際基準の促進／食品安全および農
産物／生鮮果実および野菜の輸入を承認す
る規制手続

による。

農林水産省

5074 5074022 カナダ 11 日本農林規格（ＪＡＳ）に係る
運用等の見直し

①複合製品の規格など、新しい技術が急速
に進歩している分野の規格の見直しをより
頻繁に行う。
②ＪＡＳ１１１の下で製材の樹種の同等性を
決定するための基準を作成する。
③ＪＡＳ規格審議会部会へのカナダの正式
な委員としての参加を確認する。
④一定して低水準が実証された製品につい
て、ホルムアルデヒド試験の頻度を低減す
る。

上述の通り、カナダは農林水産省による外
国登録格付および認証機関に関する変更を
歓迎いたします。また、規格の定期的見直し
に力を尽くしておられるので有益な成果が生
まれています。しかし、幾つかの未解決の課
題が残されています。例えば、ジャックパイ
ンのような樹種は、ＪＡＳ１１１に個別に記載
されておらず、農林水産省は同等性の基準
を最終的に決定していません｡新しい製品や
技術が急速に発展しており、主要な問題が
未解決な分野では、５年毎の固定的見直し
では硬直的過ぎます。ある規格に関しては、
カナダの製造者が重要な関わりをもっている
にも関わらず、カナダはつい最近、ＪＡＳ規格
審議会部会に正式な代表を出しましたが、こ
の地位を確実なものとするよう要請致しま
す｡

カナダは日本に以下の事柄を強く要請致し
ます。

農林水産省

5021 5021279
社団法人日本
経済団体連合
会

11

ペットフード原料としての牛以
外の動物由来の内臓加工品
（嗜好性物質）の輸入解禁
【新規】

　ペットフードの原料に供される肉骨粉等（牛
以外の動物由来の内臓加工品(嗜好性物
質））について、家畜用飼料への誤用・流用
防止等の措置が確実に講じられる場合には
（例えば、輸出国政府機関発行の検査証明
書の添付、動物検疫所家畜防疫官による加
工処理施設の指定、輸入者からの加工記録
等の提出及び加工工程上生じる残さの処理
並びにその報告を義務づけることにより）、
輸入一時停止措置の対象から除外するべき
である。

　国産のペットフード用の肉骨粉等の取扱い
については、「ペットフード用及び飼料用の
肉骨粉の当面の取扱いについて」（平成13
年11月1日付け13生畜第4104号）により、①
ペットフード原料用の豚･馬及び家禽のみに
由来する肉骨粉等の製造及び工場からの出
荷、②豚･馬及び家禽のみに由来する肉骨
粉等を含むペットフードの製造及び工場から
の出荷について一時停止措置が解除されて
いる。しかし、国産の豚･馬及び家禽のみに
由来する肉骨粉等の価格が高く、ペットフー
ド原料としては輸入品に依存せざるを得ない
が、現在、輸入一時停止措置が講じられて
おり、これらを原料とすることが事実上不可
能である。

家畜伝染病予防法
「動物性加工たん白（肉骨粉
等、飼料となる可能性のある
もの）の緊急輸入一時停止措
置について」（平成13年10月１
日付け13生畜第3326号農林
水産省生産局長通知）

農林水産省

　平成13年９月、わが国において牛海綿状
脳症が発生したことに伴い、ペットフードの原
料に供される肉骨粉等も含め、飼料に供さ
れる可能性のある動物性加工たん白につい
て、13年10月１日付け13生畜第3326号農林
水産省生産局長通知により全ての国及び地
域を対象として輸入一時停止措置が講じら
れている。ただし、輸入時において既に製品
化され明らかに家畜の飼料として転用される
可能性のないものは輸入一時停止措置の
対象から除外されている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 20 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1000033

（上記の続き）

ペットフード原料としての牛以
外の動物由来の内臓加工品
（嗜好性物質）の輸入の解禁

5021279
社団法人日本
経済団体連合
会

12

z1000034
地方競馬全国協会畜産振興
事業に係る補助事業選定基
準の緩和

地方競馬全国協会畜産振興
事業補助実施要綱第２及び
実施細則

　地方競馬全国協会畜産振興事業は、地方
競馬の収益金の一部を活用し、地方公共団
体の行う畜産振興諸施策を補完することを
目的として、地方競馬全国協会が自ら実施
要綱、実施細則を定めて実施している補助
事業である。
　なお、地方競馬全国協会の主体的な判断
として都道府県等が積極的に推進する事業
であることを選定に当たっての重要事項とし
ているものである。

ｆ －

　当該要望は、補助事業に関することであ
り、規制改革要望としては不適当であると考
える。
　そもそも、当該事業は、地方競馬全国協会
が自らの判断で実施している畜産振興事業
であり、国が行う事業ではない。
　なお、当該事業は、地方公共団体の畜産
振興諸施策を補完することを目的として実施
しているものであることから、実施主体であ
る地方競馬全国協会の主体的な判断として
都道府県等が積極的に推進する事業である
ことを選定に当たっての重要事項としている
ものである。

5119016 長野県 11

z1000035 南半球産サラブレッド競争馬
に係る負担重量の見直し

競馬法施行令第16条第3号
日本中央競馬会法第8条第1
項第1号

馬は季節繁殖であり、日本では２月から５月
生まれが殆どであるのに対し、南半球では
半年遅れて生まれている。このため、北半球
生まれ、南半球生まれが混在する競走にお
いては、生まれ月の差を補正するため、負
担重量の調整が行われている。

ｃ －

　南半球産馬の負担重量については、過去
に豪州から提出された要望を踏まえ、平成１
５年１月に、世界の主要な競馬施行団体が
加盟する「国際競馬統括機関連盟」において
締結されている国際協約に準拠して、国際
的水準へ見直しを行ったばかりであり、まず
は当該見直しを適切に運用していくことが肝
要である。
　したがって、今回の要望に対する措置は困
難である。

5073003 オーストラリア 11

z1000036 優先出資の自己取得等の緩
和

優先出資法第27条第１項、商
法第210条

・協同組織金融機関は①優先出資の消却の
ためにする時、②協同組織金融機関の権利
の実行にあたりその目的を達するために必
要な時その他政令で定めるやむを得ない事
情がある時を除き、自己の優先出資を取得
し、又は質権の目的とし発行済優先出資の
総口数の20分の１を超える口数の自己の優
先出資を受けることはできない。

ｂ Ⅰ

農林中央金庫の優先出資の自己取得に係
る規制緩和については、自己資本維持の観
点を踏まえ、協同組織金融機関の経営面・
実務面のニーズを十分に把握した上で慎重
に検討する。

「（本件については）自己資本維持の観点を
踏まえ、協同組織金融機関のニーズを把握
した上で、慎重な検討が必要」という回答の
趣旨は首肯できるものの、要望者の実務的
なニーズを勘案し、要件緩和等について今
一度検討されたい（スケジュール＜結論時
期＞も示されたい）。

ｂ Ⅰ

農林中央金庫の優先出資の自己取得に係
る規制緩和については、自己資本維持の観
点を踏まえ、協同組織金融機関の経営面・
実務面のニーズを十分に把握した上で慎重
に検討する。

5080004 農林中央金庫 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 21 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1000033

（上記の続き）

ペットフード原料としての牛以
外の動物由来の内臓加工品
（嗜好性物質）の輸入の解禁

z1000034
地方競馬全国協会畜産振興
事業に係る補助事業選定基
準の緩和

z1000035 南半球産サラブレッド競争馬
に係る負担重量の見直し

z1000036 優先出資の自己取得等の緩
和

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021279
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

ペットフード原料としての牛以
外の動物由来の内臓加工品
（嗜好性物質）の輸入解禁
【新規】

（上記の続き）

一方、これらを原料としたペットフードを輸入
することは認められており、輸入ペットフード
と国産ペットフードとの間で品質において著
しい格差が生じている。一方、家畜用飼料へ
の誤用・流用防止等の措置が確実に講じら
れる場合にはペットフードの原料に供する目
的での輸入を認め、それを原料とするペット
フードの製造及び工場からの出荷について
も認めても、弊害は生じないものと考えられ
る。

農林水産省

5119 5119016 長野県 11 地方競馬全国協会畜産振興
事業に係る都道府県負担

地方競馬全国協会畜産振興事業実施要綱
における補助事業選定基準の要件緩和

団体等の事業実施について都道府県又は
市町村の補助を必要としない。

地方財政が厳しくなっている中、都道府県又
は市町村の補助を事業選定基準としないこ
とにより、意欲ある団体等の事業実施への
間口を拡大する

地方競馬全国協会畜産振興
事業補助実施要綱第２及び
実施細則

農林水産省

5073 5073003 オーストラリア 11 南半球産サラブレッド競争馬
に係る負担重量の見直し

①　2歳の南半球産馬の負担重量の調整を
12月までに4kgから5kgに増やすべきである。

②　南半球の2歳馬が3月の秋の時期に、3
歳馬と分類され、JRAのスケジュールでは
2200メートルまで2kg、それ以上の距離では
3kgの調整を許るしている。北半球産馬は春
3歳で、その時点で最も大きく馬体が成長す
るので、オーストラリアは、2200メートルまで
のレースで3kg、それ以上の距離では4kgの
調整を求める。

日本中央競馬会(JRA)が重量基準パリ協定
を採用したが、オーストラリアの競走馬は日
本の競馬場で今なお直面している差別に十
分言及していない。南半球産馬の繁殖期は
北半球より7ヶ月程遅れるので、オーストラリ
ア馬は、北半球のより年上で、より成長した
競争馬と不公平で不利な状態で競争しなけ
ればならない。特に、2歳の南半球産馬が問
題で、北半球産の競争馬と比較して年齢の
差が顕著である。
若い南半球産馬に対してより多くの負担重
量の調整が行われれば、北半球産馬の不
公平な有利性を減少させることが出来るで
あろう。もし差別をより小さくする方法が採用
されれば、日本のサラブレットや競馬産業の
成長を促進させることが出来る。健全な産業
は、日本とオーストラリアの両国に利益を提
供することになる。

農林水産省

5080 5080004 農林中央金庫 11 優先出資の自己取得等の緩
和

・協同組織金融機関の優先出資に関する法
律（以下優先出資法）第27条第1項に定める
自己の優先出資の取得等を、平成13年度に
改正された商法第210条にならい、一定の範
囲内で自由に行えるよう措置する。

・協同組織金融機関は①優先出資の消却の
ためにする時、②協同組織金融機関の権利
の実行にあたりその目的を達するために必
要な時その他政令で定めるやむを得ない事
情がある時を除き、自己の優先出資を取得
し、又は質権の目的とし発行済優先出資の
総口数の20分の１を超える口数の自己の優
先出資を受けることはできない。

・優先出資法第27条第1項は施行当時の商
法第210条の規定にならい優先出資の自己
取得の限度を発行済出資口数の20分の1と
定めたが、平成13年に改正された商法第
210条では、株式会社では定時株主総会の
決議により、配当可能利益の範囲内で自由
に自己取得（金庫株）ができることとなった。
・優先出資法の施行当時は、協同組織金融
機関の優先出資自己取得による協同組織
金融機関債権者の利益侵害、ならびに優先
出資の価額操作の防止等が目的とされた
が、現在では株式会社と同様に協同組織金
融機関の資本に係る流通市場の活性化なら
びに協同組織金融機関の資本政策の機動
化による経営の自由度向上が必要な状況に
なっているものと考えられる。
・すなわち、協同組織金融機関の優先出資
は株式に比べ流動性が乏しいために価格形
成がされづらいが、優先出資の自己取得が
認められれば、協同組織金融機関自らの買
付け等により価額を形成することが可能とな
り、流動性の向上に資するものとなる。
・また、商法第210条では買い受け以外の自
己株式の取得について「別段の定」により規
定しており、合併・営業譲渡・代物弁済取得・
質受けなどは定時株主総会決議によらずに
自己株式取得ができるものとされている。商
法と同様、これらの買い受け以外の自己取
得が優先出資についても自由にできることと
なれば、経営の自由度が拡大するものと考
えられる。

優先出資法第27条第１項、商
法第210条

農林水産省
(金融庁）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 22 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1000037 砂糖の価格制度のさらなる見
直し

砂糖の価格調整に関する法
律第３条、第５条～第８条、第
１９条、第２０条

　砂糖の原料であるてん菜及びさとうきび
は、北海道及び鹿児島県、沖縄県の畑作農
業における基幹作物であり、地元工場で製
糖されるなど、地域経済上重要な役割を
担っている。
　このため、砂糖を輸入する場合には、国内
の甘味資源作物生産の振興や国産糖企業
の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するた
め、輸入業者から調整金を徴収し、国内産
糖と輸入糖の価格が同水準になるよう調整
している。
　一方、国内の農家から最低生産者価格以
上で甘味資源作物を買い入れた国産糖企
業に対し、国内産糖交付金を交付し、国産
糖企業の健全な発展を期するとともに、甘味
資源作物生産農家の農業所得の確保を
図っている。

ｃ Ⅰ

　 内外価格差の縮小に向け、国内産糖の製
造コストを削減し、割高な国内糖価の引き下
げに資するよう、法改正等を行い、2000年１
０月から、新たな糖価調整制度を導入したと
ころである。これにより、国内産糖及び甘味
資源作物の価格形成の仕組みについては、
砂糖の需給、価格動向等の市場評価を反映
させることにより、主体的なコスト削減を促進
していくこととされた。（例えば、最低生産者
価格については、農業パリティ指数に基づく
算出方法から、生産条件や需給事情等を参
酌して定める方法に変更された。）
   この新制度の下、精製糖企業や国産糖企
業の整理・合理化を積極的に推進し、砂糖
価格の引き下げに努めているところであり、
今回の要望に対する措置は困難である。

5021271
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1000038 無糖ココア調製品の関税割
当の拡大等

関税暫定措置法
関税暫定措置法施行令
関税割当制度に関する政令
とうもろこし等の関税割当制
度に関する省令

　昭和６３年４月からのチョコレート菓子関税
の大幅な引下げ(２０％→１０％)の実施に伴
い、国内チョコレートメーカーへの影響を考
慮して、国産粉乳の安定的引取りにも配慮し
つつ、チョコレートメーカーの原料調達コスト
の低減を図るため、昭和６３年度よりチョコ
レート製造用のココア調製品（無糖）に国産
粉乳との抱合せを伴う関税割当制度を導入
している。
  国産粉乳との抱合せ率は、現在、国産粉
乳１に対して無糖ココア調製品２．６となって
いる。
  また、当制度は、チョコレート製造用として
使用する無糖ココア調製品について、国産
粉乳との抱合せを条件として一次関税を無
税としていることから、厳正に運用する必要
があるため、品名・規格・数量等に関する台
帳の整備を行っている。

ｃ Ⅱ

　無糖ココア調製品の割当枠及び抱合せ率
については、当該年度におけるチョコレート
製造用の当該調製品及び国産粉乳の需給
を勘案し設定している。
　また、無糖ココア調製品は、国産粉乳との
抱合せを条件として一次関税を無税としてい
ることから、その使用実態を確認するために
必要な品名・規格・数量等に関する台帳の
整備を行っているものである。
　要望１の抱合せ率の緩和については、競
合する国産粉乳の需給に配慮する必要があ
ること、また、要望２については、本制度運
用上不可欠なものであることから、要望内容
の措置は困難である。

・回答では工場ごとに義務づけられている台
帳の記載内容等の大幅な簡素化は、制度の
運用上不可欠なため措置困難とのことだ
が、
①要望内容はなんかかの形での記載内容
の簡素化を求めるものである。
②この点についての具体的対応策を検討さ
れ示されたい。

a III

台帳の記載内容については制度の厳正な
運用の必要から見直しは困難であるが、再
検討要請の内容が台帳記載内容ではなく報
告の仕方に係る簡素化であることから、定期
的な報告のあり方を見直し、必要に応じて確
認を求める仕方に16年度より運用上改める
こととしたい（関税割当公表において同趣旨
を記載する）。

5021272
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1000039 調製食用脂の関税割当枠の
拡大

関税暫定措置法
関税割当制度に関する政令
とうもろこし等の関税割当制
度に関する省令

　調製食用脂（乳脂肪分と植物油脂を混合し
たもの）は、国産バターと競合するものであ
り、ＵＲ農業合意に基づき関税化され、当時
の輸入実績をアクセス約束数量とし平成７年
度より関税割当に移行した。その際、約１．２
万トンをＮＺ産に割り当てることとなった。
　残りの約７千トンについては、国別割当は
実施していない。

ｃ Ⅱ

　全体の枠はＵＲ農業合意による国際規約
に基づき約１．９万トンであり、ＮＺ産は約１．
２万トン、残り約７千トンはＥＵやシンガポー
ルから輸入されている。
　関税割当数量の取扱いについては、我が
国の国際約束の履行と密接に関連するもの
であることから、要望内容の措置は困難であ
る。

5021273
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1000040
バイオテクノロジーを用いた
工業原料となるでんぷん等の
関税の撤廃

「関税定率法」（第９条の２）、
「関税暫定措置法」（第８条の
６）、「関税割当制度に関する
政令」

　いもでん粉の原料であるばれいしょ及びか
んしょは、北海道及び南九州の畑作農業を
支える基幹作物である。また、収穫された原
料は地元工場ででん粉に加工されるなど、
地域経済上も重要な役割を担っている。
　このため、国内産いもでん粉と輸入でん粉
の内外価格差を踏まえ、でん粉原料用いも
の価格条件の不利性を補正し再生産の確
保を図る観点からでん粉の関税による国境
措置を講じているところである。

ｃ Ⅰ

　でん粉原料用のばれいしょ及びかんしょ
は、北海道及び南九州の畑作農業にとって
不可欠な作物であり、その需要を確保する
ため、関税による国境措置が必要である。
　現在、ＷＴＯ協定に基づく関税割当制度に
より、低関税の輸入枠を設ける一方、需要
の多いコーンスターチ用の原料となる輸入と
うもろこしの関税を国内産いもでん粉の購入
を条件に無税としており、これにより、国内産
いもでん粉の需要を確保しながら、ユーザー
に対しては安価なでん粉を供給しているとこ
ろである。
　 このような制度上、バイオテクノロジーを
用いた工業原料となるでん粉等について新
たに関税撤廃を認めることは困難である。

5021277
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 23 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1000037 砂糖の価格制度のさらなる見
直し

z1000038 無糖ココア調製品の関税割
当の拡大等

z1000039 調製食用脂の関税割当枠の
拡大

z1000040
バイオテクノロジーを用いた
工業原料となるでんぷん等の
関税の撤廃

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021271
社団法人日本
経済団体連合
会

11 砂糖の価格制度のさらなる見
直し

　現行の調整金徴収制度を見直すとともに、
国内産糖の位置づけ、国内産糖の生産振興
とその費用負担のあり方などについて検討
を深め、最低生産者価格、及び国内砂糖価
格の引下げが実現するようにするべきであ
る。

　 「新たな砂糖・甘味資源政策大綱」に基づ
いた種々の見直しは、市場を踏まえた適正
な価格形成という観点から、一定の評価は
できる。しかしながら、現行制度の下では、
大きな内外価格差が残るものと考えられ、さ
らなる見直しが求められる。従って、価格制
度を抜本的に見直し、消費者・ユーザーに合
理的な価格で安定的に砂糖を供給するた
め、より適正な価格形成が行われるようにす
べきである。

糖価調整制度
砂糖の価格調整に関する法
律

農林水産省

　砂糖の内外価格差を縮小し、国内消費を
拡大するため、1999年９月に策定された「新
たな砂糖・甘味資源政策大綱」に基づき、粗
糖関税の撤廃、及び糖価安定資金を財源と
した価格引下げなど砂糖価格制度の見直し
が進められている。しかし、生産農家対策等
の対策コストを調整金として徴収し、結果とし
て多大な消費者負担により国内砂糖価格を
支持するという基本的な枠組みは改善され
ておらず、今後、制度のさらなる見直しを図
る必要がある。

5021 5021272
社団法人日本
経済団体連合
会

11 無糖ココア調製品の関税割
当の拡大等

①無糖ココア調製品の国産粉乳との抱合せ
比率を緩和するべきである。
②工場毎に記載が義務付けられている国産
粉乳使用台帳、ココア調製品台帳の記載内
容等を事業者負担の軽減等の観点から見
直し、大幅に簡素化すべきである。

　ガット・ウルグアイ・ラウンド合意により、
チョコレート関税(10％)は据え置かれたが、
1988年当時と比較しても、円高の進行等に
より菓子業界にとっては海外製品との競争
は激化しており、無糖ココア調整品を利用す
る国内菓子業界の競争力を弱める結果と
なっている。

とうもろこし等の関税割当制
度に関する省令第２条 農林水産省

　1988年４月より、チョコレート関税の引下げ
に伴う対策として、チョコレートに利用される
無糖ココア調製品の関税割当枠(無税)が設
定されている(国産粉乳１の使用に対して、
2.6の無糖ココア調製品の関税割当枠)。な
お、2002年度より、関税割当枠が2.1万トン
へ拡大された。

5021 5021273
社団法人日本
経済団体連合
会

11 調製食用脂の関税割当枠の
拡大

　ニュージーランド産以外の各国産の製品に
ついても、乳脂肪を含む調製食用脂の関税
割当枠の拡大を図るべきである。

　現状では、ニュージーランド産以外の良質
な調製食用脂に対するニーズが高まってお
り、これらの需要に即した品質・価格を有す
る調製食用脂の調達を可能にする観点か
ら、関税割当枠を拡大し、ニュージランド産
以外の調製食用脂についても輸入を容易に
すべきである。

とうもろこし等の関税割当制
度に関する省令第２条 農林水産省

　バター等の乳脂肪を含む調製食用脂の関
税割当に関しては、1995年度に制度改革が
行われ、当時の輸入比率において大きな
シェアを誇っていたニュージーランド産の調
製食用脂について、別途関税割当枠が設定
され、優先的に関税割当を受けることとされ
た。

5021 5021277
社団法人日本
経済団体連合
会

11
バイオテクノロジーを用いた
工業原料となるでんぷん等の
関税の撤廃【新規】

　バイオテクノロジーを用いた工業原料とな
るでんぷん等の関税を撤廃するべきである。

　バイオテクノロジーを巡る国際競争激化の
中、わが国の「取組を国家レベルで強化しな
ければ、この21世紀最大の科学技術の進歩
に我が国は取り残される危険があ」り、バイ
オテクノロジーの「めざましい発展の成果を
国民生活の向上につなげ、技術立国をめざ
す日本の産業の発展につなげる必要性が極
めて大きい」（｢バイオテクノロジ-戦略大綱｣
より）。これを推進するには、原料となるでん
ぷん等の糖類を安価に調達する必要がある
が、日本国内で調達することは困難であり、
輸入に頼らざるを得ない。一方、米国等は自
国内で安価に調達することが可能である。で
んぷん等に係る高関税率は、バイオテクノロ
ジー分野における日本の国際競争力強化を
阻害する要因となっている。

とうもろこし等の関税割当制
度に関する省令第６条
関税定率法
関税暫定措置法
関税割当制度に関する政令

農林水産省

　でんぷんの二次税率は119円/㎏であり、
食用と工業用の区別なく課税されている。関
税割当制度の特例措置があるが、その対象
は、グルタミン酸ソーダ等生産用の一部に限
定されている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 24 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1000041 輸出入・港湾諸手続の簡素
化の促進

植物防疫法
家畜伝染病予防法

関税法以外の法令の規定により、輸出入に
関して許可、承認が必要な場合には、輸出
入申告の際に当該許可、承認を受けている
旨を税関に証明しなければならない。
　外国から畜産物又は植物等が海空港に到
着した場合には、家畜伝染病予防法又は植
物防疫法の規定により輸入検査を受けるた
めに動物検疫所又は植物防疫所に関係書
類を添付して申請しなければならない。

ｂ －

７／２３よりシングルウインドウ化が稼働した
ところであるが、動植物の輸入申請に関する
部分については、平成９年度より電子化、
ペーパレス化などを進めてきたところであ
る。今後、電子化されていない手続について
も平成１６年度中の電子化に向けてシステ
ム開発等を進めることとしているところであ
る。今後とも各種手続項目の必要性を逐次
検討し、共通項目、手続の流れなど見直し
が必要なものについては、利用者の意見を
反映させながら、関係府省との緊密な連携、
協力のもとに適宜措置していくこととしてい
る。

5021208
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1000041 輸出入・港湾諸手続の簡素
化の促進

植物防疫法
家畜伝染病予防法

関税法以外の法令の規定により、輸出入に
関して許可、承認が必要な場合には、輸出
入申告の際に当該許可、承認を受けている
旨を税関に証明しなければならない。
　外国から畜産物又は植物等が海空港に到
着した場合には、家畜伝染病予防法又は植
物防疫法の規定により輸入検査を受けるた
めに動物検疫所又は植物防疫所に関係書
類を添付して申請しなければならない。

ｂ －

７／２３よりシングルウインドウ化が稼働した
ところであるが、動植物の輸入申請に関する
部分については、平成９年度より電子化、
ペーパレス化などを進めてきたところであ
る。今後、電子化されていない手続について
も平成１６年度中の電子化に向けてシステ
ム開発等を進めることとしているところであ
る。今後とも各種手続項目の必要性を逐次
検討し、共通項目、手続の流れなど見直し
が必要なものについては、利用者の意見を
反映させながら、関係府省との緊密な連携、
協力のもとに適宜措置していくこととしてい
る。

5035003 社団法人日本
船主協会 11

z1000042 輸入割当品目（ＩＱ）の廃止

外国為替及び外国貿易法第
５２条、輸入貿易管理令第３
条、第４条、第９条及びこれに
基づく輸入公表、関税法第７
０条

我が国の零細かつ多数の沿岸・沖合漁業者
の主要対象漁獲物について、無秩序な輸入
が我が国周辺の水産資源やこれらの漁業経
営に悪影響を与えないよう、割当品目（１７
品目）ごとに年１回割当限度数量（又は金
額）を定め、その限度内で割当を行ってい
る。割当限度数量（又は金額）は、固定的な
ものでなく、国内需給動向等を勘案の上決
定される。

ｃ

水産物ＩＱ（輸入割当）制度は、我が国沿岸・
沖合漁業の主要漁獲物の年間輸入量（又は
金額）を制限することにより、無秩序な輸入
による我が国周辺の水産資源や漁業経営
への悪影響を防止する上で重要な役割を果
たしており、我が国の秩序ある漁業・資源管
理体制を維持する観点から、本制度の廃止
は受け入れ困難である。なお、先着順割当
（輸入枠（ＩＱ）を有していない者のための割
当）の増大による新規参入者の拡大等、制
度の運用改善を図ってきているところであ
る。
（水産物ＩＱ制度は、全国規模で輸入水産物
の年間数量又は金額を制限するものであ
り、特区においてＩＱ制度を廃止することは、
当該制度を形骸化することとなり受け入れ
困難である。）

5015026 日本チェーン
ストア協会 11

z1000043 小麦粉、乳製品の関税率引
下げ（高関税の是正）

関税法第３条、関税暫定措置
法第２条、主要食糧の需給及
び価格の安定に関する法律
第７０条、加工原料乳生産者
補給金等暫定措置法第１４条
の４

小麦粉や乳製品は、関税割当制度に基づ
き、関税割当数量が設定され、これを超える
分は二次税率が課される。

ｃ Ⅰ

　国民に対して、食料を安定的に供給するこ
とは国の基本的責務であり、我が国は、ＵＲ
合意による関税化品目について、農業の多
面的機能の発揮や食料安全保障の観点も
踏まえながら、内外価格差や農政改革の進
捗状況等に配慮して関税率を設定し、ＷＴＯ
協定に基づき、これらの関税率を適切に引
き下げてきている。従って、要望の措置は困
難である。

5015023 日本チェーン
ストア協会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 25 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1000041 輸出入・港湾諸手続の簡素
化の促進

z1000041 輸出入・港湾諸手続の簡素
化の促進

z1000042 輸入割当品目（ＩＱ）の廃止

z1000043 小麦粉、乳製品の関税率引
下げ（高関税の是正）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021208
社団法人日本
経済団体連合
会

11 輸出入・港湾諸手続の簡素
化促進

　2003年７月に、輸出入・港湾関連手続のシ
ングルウィンドウシステムが供用開始された
ことは評価できるが、各種申請の見直しや
現行の申請書類の徹底した簡素化など、電
子化に先立って行うべき輸出入・港湾諸手
続全般の業務改革（BPR）については甚だ不
十分である。
　ワンストップサービスの実現に当たっては、
まず、（1）民間事業者の意見聴取に基づき、
提出の必要性が疑われる申請を徹底的に
抽出すること、（2）申請の中で削除できる項
目を可能な限り削除すること、（3）省庁間で
の共通項目を標準化、統一化すること、が必
要不可欠である。その上で、全ての手続きを
統合し、１回の入力・送信で複数の申請を可
能とするシステムを整備すべく、全関係省庁
は内閣官房のリーダーシップのもと連携・協
議を重ねながら、このＢＰＲを遂行すべきで
ある。

　例えば、シングルウィンドウ化により、複数
の官庁で共通する手続について同時に送信
することが可能となったものは、入・出港届
等、ほんの一握りに過ぎず、従来通りの紙
ベースでの手続きが数多く残されているの
が現状である。
　シングルウィンドウシステムの運用が開始
されても、このままでは、真のワンストップ
サービスにはなっておらず、輸出入・港湾諸
手続の簡素化、物流効率化、ひいては産業
競争力の強化につながらないことが懸念さ
れる。

関税法
電子情報処理組織による税
関手続の特例等に関する法
律等

財務省
国土交通省
経済産業省
法務省
厚生労働省
農林水産省

　港湾・輸出入手続に関係する各省庁の協
力のもと、2003年７月から港湾・輸出入手続
のシングルウィンドウシステムが運用を開始
したが、これは単に既存のシステムが接続さ
れただけのものであり、予てより産業界が要
望してきた諸手続の見直しおよび簡素化を
反映したものとはなっていない。

5035 5035003 社団法人日本
船主協会 11 港湾・輸出入手続き等の一層

の簡素化

全ての港湾・輸出入関連手続を対象として、
申請の必要性が失われたもの、申請の中で
削除できる項目の標準化、統一化できるも
のを抽出した上で、申請手続を徹底的に削
除・簡素化するよう要望する。

2003年7月23日より輸出入・港湾関連手続
のシングルウィンドウ化が関係各省庁により
実現されてはいるが、実態は各種申請・手
続の見直しや簡素化がなされておらず利便
性の向上には結びついていない。従って、全
ての関連手続を対象として、申請の必要性
が失われたもの、申請の中で削除できる項
目、さらに省庁間に共通する項目の標準化、
統一化できるものを抽出した上で、申請手続
を徹底的に削減・簡素化することを要望す
る。

関税法、電子情報処理組織
による関税手続の特例に関
する法律、コンテナ特例法、
出入国管理および難民認定
法等

国土交通省
財務省
法務省
厚生労働省
経済産業省
農林水産省

5015 5015026 日本チェーン
ストア協会 11 輸入割当品目（ＩＱ）の廃止

・輸入割当（ＩＱ）制度の撤廃
・水産物（ニシン、たら、ぶり、さば、いわし、
あじ、さんま、ホタテ、貝柱、煮干）

・ 既存業者（枠を保有する業者）の権益の維
持という弊害が目立つ・ 輸入に頼らざるを得
ない水産品で、輸入枠を保持する必要性は
少ない。

・輸入枠があるため、消費者のニーズがある
にも関わらず、自由に輸入、提供する事がで
きない。
・輸入枠が設定されている品目の存在（ほた
て、いか、あじ、さば、にしん等）

・ 輸入貿易管理令
・外国為替及び外国貿易管
理令

農林水産省

5015 5015023 日本チェーン
ストア協会 11 高関税の是正／小麦粉、乳

製品の関税率引下げ

・小麦粉、乳製品の関税率引下げガットウル
グアイラウンドの農業交渉による「例外なき
関税化」に伴い、一定関税相当量を支払え
ば、誰もが任意に輸入できるが、実際には
関税が高く輸入メリットがない。

・ 競争力を高め市場の活性化をはかること
に よる需要の拡大が期待できる。

 （例）小麦粉
 従量税　　90円／kg
 （例）LL牛乳の従量税、
 従価税について（一般枠の場合）脂肪分重
量が1～６％のもの従量税114円／kg　従価
税21.3％

・関税暫定措置法
・不足払い法 農林水産省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 26 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1000044
牛肉、加工鰻、乳製品、加工
食品、食肉調整品等の関税
率の見直し（高関税の是正）

関税法第３条、関税定率法第
３条

マカロニ、スパゲティ、キャンディ、牛肉、食
肉調製品、プロセスチーズ、アイスクリーム、
及び加工鰻については、ＷＴＯ協定に基づき
関税を賦課。

ｃ Ⅰ
関税水準はＷＴＯ協定に基づき、適切に引
下げを実施しているものである。従って要望
の措置は困難である。

5015024 日本チェーン
ストア協会 11

z1000045 豚肉差額関税の撤廃（高関
税の是正）

関税法
関税定率法
関税暫定措置法

豚肉はＵＲ農業交渉の結果に基づき関税を
賦課されており、その内容はＷＴＯ協定に基
づくものである。

ｃ Ⅰ

　現行の制度は、ＷＴＯ協定に基づくもので
あり、我が国の国際約束の履行と密接に関
連するものである。また、関税水準もＷＴＯ
協定に基づく適正な手続きにより設定し、法
令に基づき適正に実施されているものであ
る。
　したがって、今回の要望に対する措置は困
難である。

5015025 日本チェーン
ストア協会 11

z1000046 非検疫生物リストの拡充
植物防疫法第５条の２
植物防疫法施行規則第５条
の２

１　植物の病害虫は一旦侵入・発生すると急
速かつ広範にまん延することから、農作物等
に甚大な被害をもたらすおそれがあり、農業
生産に多大な影響を与えかねない。このた
め、我が国への病害虫の侵入を未然に防
ぎ、我が国の農作物等を病害虫から守るこ
とを目的として、植物防疫法に基づき、全国
の主要な海港や空港において輸入される植
物等に対して検疫を実施している。
２　国内に広く分布し、国による発生予察事
業等の対象とされていない等、検疫措置の
対象外とすることが適当と考えられる病害虫
を選定し、非検疫有害動植物のリストを定め
ている。

ｂ Ⅲ

当該要望は、両国植物検疫当局間で科学的
根拠及びデータに基づいた技術的な協議に
より問題解決を図る必要があり、従来どお
り、ＩＣＰＭ（国際植物防疫条約暫定委員会）
や日・ＥＵ規制改革対話の専門家会合等の
場で協議を行うことが適当と考えている。

規制改革対話において協議が進行している
ことは承知したが、要望者以外の関係者の
理解や関心も広く得ながら必要な改革を進
めていく上で、可能な限り情報は開示される
べきであり、したがって、協議の進捗状況を
踏まえ、要望に対する対応状況について支
障がない範囲で回答されたい。

ｂ Ⅲ

EUからの要望に対するこれまでの対応状況
は以下のとおりである。
１．99年に欧州委員会はネギアザミウマ、ミ
カンキイロアザミウマなど9種の害虫を我が
国の植物検疫措置の対象としない非検疫有
害動植物のリストに追加することを要望し
た。
２．我が国としては諸外国からの要望を踏ま
えて、日本農業の条件下で適正な保護水準
を維持するためにはどのような措置が必要
かを検討するとともに、非検疫有害動植物リ
ストへの追加を要求された害虫については、
我が国専門家による病害虫危険度評価
（PRA)を進めているところである。
３．このほか、我が国の検疫措置が国際貿
易に与える影響を最小限に留めるため、個
別の対応として、オランダ産切花に関する措
置のように2003年3月の日蘭植物検疫専門
家会合において輸出前検査への許容率導
入の試行について合意し、同年6月より実施
する措置を講じているところである。

5072063 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 27 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1000044
牛肉、加工鰻、乳製品、加工
食品、食肉調整品等の関税
率の見直し（高関税の是正）

z1000045 豚肉差額関税の撤廃（高関
税の是正）

z1000046 非検疫生物リストの拡充

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5015 5015024 日本チェーン
ストア協会 11

高関税の是正／牛肉、加工
鰻、乳製品、加工食品、食肉
調整品等の見直し

・高関税率の是正
牛肉、加工鰻、乳製品、加工食品、食肉調
整品等

・ 世界に広がった市場から日本の消費者に
美味しい加工食品を従来より安価に提供し
たい。
・ 消費者が求める商品（食肉調整品）とは、
食肉の混入割合が多い肉のうまみがある商
品であり、なおかつ安価（適正な価格）の商
品である。

・ 輸入関税率に関しては、ウルグアイラウン
ド協定、 関税率の逐年逓減措置により年々
引下げられている品目もあるが、依然として
高関税率のものも ある。
・ 高関税率により、仕入コストがアップし安
価（適正な価格）での商品提供を阻害してい
る。
　＜例＞
　牛肉：38.5％　加工鰻：7.2％　プロセスチー
ズ：40.0%　キャンディ：25.0%　マカロニ、スパ
ゲティ：30円/kg　緑豆はるさめ：34円/kg
　ジャム：16.8%　アイスクリーム：21.0%
・ 食肉調整品は野菜調整品より関税率が高
く、消費者が求める食肉調整品の仕入コスト
アップにつながり適正な価格で販売できな
い。野菜調整品として輸入した商品しか開発
できない。

・関税法
・関税定率法 農林水産省

5015 5015025 日本チェーン
ストア協会 11 高関税の是正／豚肉差額関

税撤廃 ・豚肉差額関税撤廃

・ 国内の養豚農家保護との側面もあるが、
消費者に対して「良質の豚肉をより安く」販
売する立場からは「差額関税制度」という関
税障壁は早急に撤廃すべきである。

・ 豚肉については1971年10月の輸入自由化
に際し、国内価格安定制度とリンクした差額
関税制度が導入された。本制度では安定価
格帯の中心水準として設定される基準輸入
価格以下では輸入できない仕組みになって
いる。
・ 基準輸入価格以下で買付を行なっても、
差額関税として徴収されるため、結果として
ウデ、モモ肉等を安く仕入れることが困難な
ため消費者へ安く提供することができない。
　＜参考＞
　2003年度も引続き適用されている。
　従価税　4.3%　　基準輸入価格　546.53円
／㎏ 　分岐点　524.00円／㎏

・関税法
・関税定率法
・関税暫定措置法

農林水産省

5072 5072063 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 非検疫生物リストの拡充

EUは日本側の非検疫生物リストが拡大さ
れ、切り花、承認済培養土で成育された鉢
植植物、果実および野菜に付着するすべて
の無害生物を含むようなることを要請する。
第一段階としてEU側から特にリクエストの
あった9生物がリストに追加されるべきであ
る。同時に非検疫リストに含まれていないク
オリティー・ウィルスに対する許容レベルも引
き上げられるべきである。これらの許容レベ
ルはすべてのEU加盟国に便益をもたらすも
のでなければならない。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

2.3.2.国際基準の促進／食品安全および農
産物／切り花、承認済培養土で生育された
鉢植植物、果実、野菜の輸入－日本の非検
疫生物リスト

による。

農林水産省
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1000047 植物防疫法の見直し
植物防疫法第５条の２及び第
２２条　　　　　　　　　　　　植物
防疫法施行規則第５条の２

１　植物の病害虫は一旦侵入・発生すると急
速かつ広範にまん延することから、農作物等
に甚大な被害をもたらすおそれがあり、農業
生産に多大な影響を与えかねない。このた
め、我が国への病害虫の侵入を未然に防
ぎ、我が国の農作物等を病害虫から守るこ
とを目的として、植物防疫法に基づき、全国
の主要な海港や空港において輸入される植
物等に対して検疫を実施している。
２　国内に広く分布し、国による発生予察事
業等の対象とされていない等、検疫措置の
対象外とすることが適当と考えられる病害虫
を選定し、非検疫有害動植物のリストを定め
ている。

ｂ Ⅲ

平成１３年４月にＩＰＰＣ植物検疫措置に関す
る暫定委員会（ICPM）において採択された
「公的防除のガイドライン」については、他の
国際基準同様に、我が国の植物検疫制度の
あり方を考える基盤になるべきものである。
  一方、我が国は世界最大の農産物輸入国
で、高温多湿の気候条件の下、病害虫が侵
入、定着するリスクが非常に高い。又、国内
では、発生予察事業対象の病害虫につい
て、国を中心とした防除指導の下で懸命に
防除努力をしている。これに対し、海外から
輸入される農作物に付着する大量の病害虫
を防除対象としなければ、我が国の農業生
産現場の防除が無駄になる。
　この様な実態のもとで、ＩＰＰＣの新たな定
義に従いつつ、我が国の「衛生植物検疫上
の適切な保護水準」を維持するような検疫措
置を検討しているところである。
  さらに、当該要望は、両国植物検疫当局間
で科学的根拠及びデータに基づいた技術的
な協議により問題解決を図る必要があり、従
来どおりＩＣＰＭや日豪植物検疫定期協議等
の場で協議を行うことが適当と考えている。
　なお、我が国には豪州政府が要求している
ような政策声明を発出する義務はない。

5073011 オーストラリア 11

z1000048 日本の検疫検査官による輸
出前立会の見直し

平成４年５月６日付農林水産
省告示第５１７号（オーストラ
リア連邦産バレンシア種及び
ワシントンネーブル種のス
ウィートオレンジ並びにレモン
の生果実に係る農林水産大
臣が定める基準）

日本への輸入が禁止されている植物を、殺
虫処理等現地（輸出国内）における検疫措
置の実施を条件に輸入解禁する場合、輸入
解禁条件の一つとして我が国植物防疫官に
よる現地における当該検疫措置の実施確認
を義務付けている。

ｂ Ⅲ

我が国植物防疫官が殺虫処理等現地（輸出
国内）における実施確認は、輸入禁止品の
リスクを排除するための重要な措置の一つ
であり、廃止することはできない。
しかし、具体的な確認方法については、これ
までの豪州における検疫措置の実施の経験
を踏まえ、より効率的な方法を日豪植物検
疫定期協議等の場において植物検疫当局
間による検討を行っているところである。

5073010 オーストラリア 11

z1000049 国家貿易機関の役割の見直
し①

主要食糧の需給及び価格の
安定に関する法律第６０条、
７０条、加工原料乳生産者補
給金等暫定措置法第１３条、
第１４条、第１４条の２、第１４
条の３，第１４条の４

ＷＴＯ協定に基づき、米麦や乳製品について
国家貿易機関による輸入を実施 ｃ Ⅰ

国民に対して、食料を安定的に供給すること
は国の基本的責務であり、我が国は、国内
の農業生産や国民の食生活に占める地位
に鑑み、極めて重要な品目については政府
の責任において国内需要に見合う量を適切
に輸入し、安定的に国内市場へ供給する観
点から、国家貿易機関による輸入を実施し
ているところである。この国家貿易機関はＷ
ＴＯ協定上認められた存在であり、輸入の実
施に当たっても、ＷＴＯ協定に基づき適切に
行っているところである。従って、要望の措
置は困難である。なお、現在、当該品目につ
いては、国家貿易機関による独占的輸入は
行われておらず、一定の関税相当額を支払
えば自由に輸入できる仕組みとなっている。

5073001 オーストラリア 11
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1000047 植物防疫法の見直し

z1000048 日本の検疫検査官による輸
出前立会の見直し

z1000049 国家貿易機関の役割の見直
し①

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5073 5073011 オーストラリア 11 植物防疫法の見直し

国際植物保護会議(IPPC)の基準が植物検
疫制度見直しの根拠であり、もしこの基準が
適用されたとき、日本が検疫有害動植物
(quarantine pests)に対する適切な保護のレ
ベルを維持できるかどうかについて検討する
旨の、衛生植物検疫委員会に対する日本の
回答を、オーストラリアは歓迎しているが、次
のことを要望する。
①日本が、上記のことを含めて、SPS協定に
基づく日本の義務に沿わない植物防疫法の
条項の、即時かつ広範な見直しを開始する
こと。
②病害虫がすでに日本国内に存在してい
て、国際植物保護会議で定義された"official
control" (公的防除)が行われていない場合
は、輸入された生産物に対し、水際で何らの
措置も講じないことを確認する政策上の声
明を行うこと。

オーストラリアは、日本政府が引き続き国際条約
や協定の調印国としての権利を行使し、義務を果
たそうとしていることを認識している。しかしなが
ら、オーストラリアは、日本の植物防疫法 が不十
分で、SPS協定に基づく日本の義務違反ではない
かと懸念している。日本特有の有害病害虫に対
し、輸入商品を技術的に不公正な扱いをするの
は、技術的な貿易障壁であることは明らかである。
オーストラリアは次の法律の分野を、特に懸念して
いる。
①"quarantine pest" (検疫有害動植物)について
の定義が、国際植物保護会議(IPPC)と植物防疫
法の間で明らかに異り、さらに関連法令の中でも
矛盾していること。
②"official control" (公的防除)*2の国際的に同意
された定義が、この法律の中に含まれていないこ
とと、繁殖のため輸入された幾つかの植物を除い
ては、この定義と一致していない“有害と指定され
たペスト”（designated pests）についての法律の現
在の条項を見直すこと。
③非検疫有害動植物(non-quarantine pest)の不
十分なリストと新しい有害動植物をそのリストに加
える煩わしい方法。63種類の現在のリストは、日
本で普通に発生している多くの昆虫や病害を認め
ていないし、その公認された記録が科学的、学術
的文献に含まれているものでも認めていない。
この問題は、2002年11月7日と8日に、ジュネーブ
で開かれた世界貿易機関の衛生植物検疫委員会
の会議で、ニュージーランドとアメリカから提議され
た。これらの国の懸念は、オーストラリアと欧州共
同体からも支持された。

農林水産省

5073 5073010 オーストラリア 11 日本の検疫検査官による輸
出前立会の見直し

日本政府は、オーストラリアの輸出基準の完
全さと法的に施行される性質、ならびに日本
の輸入検査基準を考慮に入れて、オースト
ラリアにおける日本の検疫検査官の輸出前
の立ち会いを求める行政的慣行を見直すべ
きである。　特に、商業的な好みにより、下記
の要望のどちらでも受け入れられる。
①日本の検査官による検査業務の監督に関
する要件は、日本到着時に農産物を検査す
る農林水産省の検査官が行う検査に相当す
るものと認めて、完全な事前承認の手続き
に切り替えるべきである。これによって日本
の目的地で重複した検査をする必要が軽減
できるであろう。例えば、日本の二十世紀梨
は、このような手続きでオーストラリアに輸出
されている。
または
②日本政府は、オーストラリアの輸出管理法
に基づいて行われている検査と認証業務
を、現在の日本の規則と同等のものとして行
政上認めるべきである。

オーストラリアは、オーストラリアから日本に
輸出される特定の果物や野菜の輸出前処
理を、日本の検疫検査官が監督する行政上
の要件について、農林水産省と討議が続け
られていることを歓迎している。
オーストラリアは、日本が動物、植物および
人の健康を保護するのに必要な措置を実施
するため、世界貿易機関（WTO）が取り決め
た「衛生植物検疫措置の適用に関する協
定」(SPS Agreement) に準拠した主権を有す
ることは理解している。
しかしながら、オーストラリアは、日本政府が
派遣する係官による輸出前処理の監督業務
は、オーストラリアの輸出管理法に基づき、
オーストラリア検疫検査局（AQIS）が実施し
ている検査や認証業務と重複するものと考
えている。オーストラリアは、日本側の対応
は、オーストラリア連邦の法律で規定された
任務を遂行するAQIS検査官の能力と誠実さ
に対する不信の現れではないかと懸念して
いる。人の健康と安全に対する日本政府の
要求に沿うための肉類と乳製品に対する輸
出検査は、日本の規制に沿っていることを確
実にするため、オーストラリアで効果的なシ
ステムが満足に実施されているので、日本
の係官による輸出前の検証の対象にはなっ
ていない。

農林水産省

5073 5073001 オーストラリア 11 国家貿易機関の役割の見直
し①

日本は国家貿易機関の役割、特にこれらの
機関による独占的輸入を、次のような観点
から見直すべきである。
①食料市場に及ぼす歪められた影響を検討
し、こうした影響を消滅させる見通しを検討
すること。
②食料消費者が、世界市場価格に近い価格
で、輸入品と国内産品を自由に選択出来る
ことによって、食料品の自由貿易による恩恵
が受けられるのを確実にすること。
③こうした見直しの結果を公表すること。

農林水産省食糧部のような国家貿易の独占
輸入機関は、価格設定（輸入のマーク・アッ
プを含む）の権限を有し、貿易自由化による
潜在的利益から消費者を遮っている。さら
に、食糧部や、関与の度合いは少ないもの
の、農畜産業振興事業団（ALIC）は、ウルグ
アイ・ラウンド合意後も広範な差別的権力を
持って、関税割当を管理し続けている。農林
水産省食糧部によるコメ、小麦、その他の穀
物を含む全ての主食に対する直接的な管理
や、農畜産振興事業団を通じて行われる輸
入割当規制（例えば、乳製品）などにこうした
権力が及んでいる。
こうした機関が市場に介入することは、市場
で外国の供給業者と消費者との間に不必要
な障壁を設け、しばしば国内の消費者価格
と国際価格との間に大きな価格差を生み出
している。

農林水産省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 30 / 34 農林水産省



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1000050 国家貿易機関の役割の見直
し②

主要食糧の需給及び価格の
安定に関する法律第６０条、
６１条、６２条、加工原料乳生
産者補給金等暫定措置法第
１３条、第１４条、第１４条の
２、第１４条の３，第１４条の４

ＷＴＯ協定に基づき、米麦や乳製品について
国家貿易機関による輸入を実施

①ｃ
②ｄ
③ａ

Ⅰ

国民に対して、食料を安定的に供給すること
は国の基本的責務であり、我が国は、国内
の農業生産や国民の食生活に占める地位
に鑑み、極めて重要な品目については政府
の責任において国内需要に見合う量を適切
に輸入し、安定的な価格で国内市場へ供給
する観点から、国家貿易機関による輸入を
実施しているところである。この国家貿易機
関はＷＴＯ協定上認められた存在であり、輸
入の実施に当たっても、ＷＴＯ協定に基づき
適切に行っているところである。従って、要望
の措置は困難である。
　また、コメのＳＢＳ入札については、貴国か
らの要望を踏まえ、９７年度から、①９５年度
２回、９６年度３回であった年間の入札回数
を４回に増やし、また、②第１回入札時期を
それまでの７月から南半球の新米出回り可
能時期である５月に早める措置を実施して
いるところである。
　なお、ミニマムアクセス米の標準売渡価格
については、関連制度の改正に伴い平成１
６年３月末をもって廃止される予定である。

5073002 オーストラリア 11

z1000051 知的財産の侵害に対する執
行制度の強化 種苗法第３４条

育成者権者又は専用利用権者は、権利侵
害を行った者に対して、差止請求等のほか、
損害賠償を請求することができるところ、民
法上の不法行為に基づく損害賠償請求の主
張立証責任の特例を設け、権利者の損害額
の推定が措置されている。

ｃ Ⅰ

　種苗法においては、既に、侵害行為に対す
る損害賠償請求における、権利者の損害額
の推定の規定が設けられており、権利者の
立証を容易にしているところである。
　また、法定賠償制度については、日本の損
害賠償制度全体との関係でこのような制度
がなじむのかといった理論的な問題がある
ほか、種苗法における植物新品種において
は、品種の違いにより「損害額」に大きな差
異が生じるなど、賠償額を定めることは困難
である部分もある。
　したがって、今回の要望に対する措置は困
難である。

回答では、要望にある「法定損害賠償制度」
については今後検討するつもりはないとのこ
とだが、損害賠償制度の強化自体について
は、知的財産戦略本部の「知的財産の創
造、保護及び活用に関する推進計画」（平成
15年７月８日本部決定）において、平成16年
度までに結論を得るとされている。
この点を踏まえ、知的財産の損害賠償制度
の強化に係る貴省の取組について改めて回
答されたい。

ｃ Ⅰ

　種苗法においては、１９９８年の改正によ
り、左記のように、侵害行為に対する損害賠
償請求における、権利者の立証を容易にす
る改正が行われ、また、２００３年の改正によ
り、罰則の強化も行われ、法制上、十分な侵
害行為に対する抑止策がとられたところであ
る。
　さらに、知的財産戦略本部の「知的財産の
創造、保護及び活用に関する推進計画」に
おいて、「２００４年度末までに、知的財産に
関する損害賠償制度の強化の方策について
幅広く検討し、結論を得る」とされているとこ
ろであり、これに即して、必要な検討を行う
予定である。

5071017 米国 11

z1000052
拡大生産者責任（ＥＰＲ）の考
え方並びにデポジット制の導
入

容器包装リサイクル法では、家庭から排出さ
れる容器包装廃棄物を消費者が分別排出
し、市町村が分別収集し、事業者が再商品
化するという役割分担に基づくリサイクルシ
ステムのもと、容器包装廃棄物の減量化及
び資源としての有効利用に取り組むこととし
ている｡

ｂ Ⅰ

容器包装リサイクル法の施行後10年を経過
した場合において、一部規定の施行状況に
ついて検討を加え、必要な措置を講じるもの
とされており、これを踏まえ関係省庁におい
て容器包装リサイクル法の評価・検討を行う
予定。

特になし

回答では、関係省庁において容器包装リサ
イクル法の評価・検討を行うとされているが、
①検討予定時期及び検討内容について、具
体的に示されたい。
②要望は、特に「拡大生産者責任の考え方」
及び「デポジット制の導入等による３Ｒの推
進手法導入」の検討・実現を求めているもの
であり、これらの点についても検討の可否を
含め具体的に示されたい。

ｂ Ⅰ

容器包装リサイクル法の施行後１０年を経過
した場合において、一部規定の施行状況に
ついて検討を加え、必要な措置を講ずるも
のとされており、これを踏まえ、要望内容も
含めて、関係省庁において評価・検討を行う
予定。

5014001

全国びん商連
合会
（会長今井一
夫）

11

z1000053 官公庁等における請求書様
式の統一化等 － － ｅ －

農林水産省関係においては、請求書の様式
を指定していない。
リース会社所定の様式の使用が可能。

5086029 社団法人リー
ス事業協会 11
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1000050 国家貿易機関の役割の見直
し②

z1000051 知的財産の侵害に対する執
行制度の強化

z1000052
拡大生産者責任（ＥＰＲ）の考
え方並びにデポジット制の導
入

z1000053 官公庁等における請求書様
式の統一化等

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5073 5073002 オーストラリア 11 国家貿易機関の役割の見直
し②

オーストラリアは、日本が次の様な施策を講
じることを期待する。
①日本の消費者が支払う価格は、できる限
り、市場力に制約を与えない運営で、決めら
れるべきである。この枠組みの中で、政府
は、国内産品が国際価格に近い価格で市場
で販売されるのを認めるべきである。
②確実に南北両半球からの新鮮なコメを輸
入できるように、コメの売買同時入札(SBS)
の時期を再調整すべきである。
③“主要食糧の需給及び価格の安定に関す
る法律”を改正して、ミニマム・アクセス米に
対する標準販売価格の廃止を認めるべきで
ある。標準販売価格は、消費者がより安い
輸入米から恩恵を受けるのを妨げている。

農林水産省食糧部のような国家貿易の独占
輸入機関は、価格設定（輸入のマーク・アッ
プを含む）の権限を有し、貿易自由化による
潜在的利益から消費者を遮っている。さら
に、食糧部や、関与の度合いは少ないもの
の、農畜産業振興事業団（ALIC）は、ウルグ
アイ・ラウンド合意後も広範な差別的権力を
持って、関税割当を管理し続けている。農林
水産省食糧部によるコメ、小麦、その他の穀
物を含む全ての主食に対する直接的な管理
や、農畜産振興事業団を通じて行われる輸
入割当規制（例えば、乳製品）などにこうした
権力が及んでいる。
こうした機関が市場に介入することは、市場
で外国の供給業者と消費者との間に不必要
な障壁を設け、しばしば国内の消費者価格
と国際価格との間に大きな価格差を生み出
している。

農林水産省

5071 5071017 米国 11 知的財産の侵害に対する執
行制度の強化

侵害行為に対する抑止力となり、侵害により
被った損失に対し権利保有者が公平に保証
されることを確保し、また実際の損害額を計
算するという、費用がかかり、かつ困難な負
担から司法関係者を開放するような法定損
害賠償制度を採択し、知的財産の侵害に対
する執行制度を強化する。

日本は日本経済を活性化するためにＩＴとと
もに知的財産権の経済的重要性を認識して
おり、知的財産推進計画を通じて知的財産
権の創造、活用、保護において指導的立場
に立とうと努力している。これらの目標およ
び知的財産推進計画に沿って、米国は日本
が左記の措置をとることを提言する

法務省
文部科学省
農林水産省
経済産業省

5014 5014001

全国びん商連
合会
（会長今井一
夫）

11
拡大生産者責任（ＥＰＲ）の考
え方並びにデポジット制の導
入

容器包装リサイクル法(容リ法)は平成7年に
成立｡経過10年で見直しされることになって
いる｡平成17年には改正作業が実施される
が､その際に左記拡大生産者責任の考え方
及びデポジット制の導入を検討していただき
たい。

国はこれまでの大量生産、大量消費、大量
廃棄を反省し、循環型社会の構築を目指し
ております。家庭ゴミの6割を占める容器包
装ゴミを減らそうと平成7年容リ法を成立させ
たが、ゴミ量は減っていないのが実情であ
る。またこの法律は収集・保管費用は自治
体が負担することになっているため、自治体
の負担割合が高くなっている。（負担割合は
自治体7：事業者3といわれている）
リサイクルに必要な収集、分別、保管等の費
用を商品価格に含めることにより、それを購
入する消費者が負担するように改正し、公平
な費用負担の制度にすべきである。
又､循環型社会形成推進基本法が施行さ
れ､リデュース､リユース､リサイクルという３Ｒ
の優先順位を明確にしているが、これらを推
進する経済的手法や規制的手法（例えば容
器課徴金、デポジット制、自動販売機規制
etc）を盛り込む視点で見直すことも必要であ
る。

・循環型社会　　形成推進基
本法　・容器包装    　リサイク
ル法

環境省
経済産業省
財務省
農林水産省
厚生労働省

・重点６分野に関する中間とりまとめ(総合規
制改革会議)　　　・パンフレット｢つくろう！ご
みゼロ社会」(容器包装リサイクル法の改正
を求める全国ネットワーク)
・事業報告書「リターナブルびんの社会的定
着をめざす業界ビジョン及び実現方策」
・パンフレット「活きびん維新」（全国びん商
連合会、ガラスびんリサイクル促進協議会）
・総務省評価書

5086 5086029 社団法人リー
ス事業協会 11 官公庁等における請求書様

式の統一化等

官公庁及び特殊法人等とのリース契約にお
けるリース料の請求書については、官公庁
等の指定様式となっているため、機械処理
ができず事務手間がかかる。このため、リー
ス会社所定の様式の使用を認めるか、官公
庁等の様式を統一化・電子的データによる
請求を可能とすること。

請求書作成・送付事務の機械処理による合
理化が図れる。 全省庁
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1000054 農業者研修教育施設の専修
学校認可取得の容認 学校教育法第８２条の２

農業者研修教育施設は、現在専修学校でな
いため、専門士の取得や大学編入学が認め
られない状況にある。

ｄ －

【文部科学省回答】

農業者研修施設は、学校教育法第８２条の
２で専修学校から除かれる「他の法律に特
別の規定があるもの」に該当せず、現行でも
専修学校となることが可能である。なお、交
付金の交付に関しては文部科学省の所管外
の問題である。

【農林水産省に対する検討要請】

学校教育法に基づき専修学校として認可さ
れた場合に、農業改良助長法による交付金
対象施設とすることが可能かどうか。また、
可能な場合は、どのような手続きや要件が
必要なのか、不可能な場合は、その理由を
示されたい。

d

 農業者研修教育施設の要件を満たすので
あれば、農業改良助長法による交付金対象
施設となる。また、手続きについては、不要
である。

5119018 長野県 11

z1010001 農業生産法人設立要件の緩
和 農地法第２条第７項

法人による農地の権利取得は、原則として、
その主たる事業が農業であること等の一定
の要件を満たした農業生産法人に限り認め
られている。

ｂ Ⅰ

　農業生産法人制度については、平成17年
３月までの新しい食料・農業・農村基本計画
の策定に向けた農地制度の見直しの中で検
討に取り組むこととしている。

農地のリース方式については、特区におけ
る評価を待たずに、全国規模でも解禁を図
る方向で具体的な対応策を検討し、お示し
願いたい。

ｂ Ⅰ

農地のリース方式の全国展開については、
政府の骨太方針において、検証・評価を踏
まえて結論を得ることとされていることから、
これを踏まえて対応したい。

5015016 日本チェーン
ストア協会 11
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1000054 農業者研修教育施設の専修
学校認可取得の容認

z1010001 農業生産法人設立要件の緩
和

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5119 5119018 長野県 11 農業者研修教育施設の専修
学校認可取得

農業改良助長法による専修学校化の要件
緩和

農業改良助長法による交付金交付対象施
設である農業者研修教育施設を専修学校と
し、卒業生に対し大学編入学資格や専門士
の資格を取得させる。

・農業改良助長法では、農業者研修教育施
設における研修教育を、協同農業普及事業
の対象として交付金を交付している。
・本県の農業者研修教育施設である長野県
農業大学校は、学校教育法に定められてい
る専修学校としての認可要件を備えている。
・専修学校として認可された場合は農業改
良助長法の趣旨である農業者の育成に適
合しない可能性があるとして、農林水産省が
交付金の交付に難色を示している。
・農業者研修教育施設が専修学校として認
可を受けた場合も、引き続き交付金交付の
対象とすることが必要である。

農業改良助長法 文部科学省
農林水産省

5015 5015016 日本チェーン
ストア協会 11

農地法関連
農業生産法人設立要件の緩
和

1001 ・農業生産法人設立の要件について

・農業生産法人が増加することにより、競争
原理、市場原理が浸透し青果物等の品質レ
ベルが向上し、生活者へ高品質な青果物等
の安価な提供を可能とする。

・農業生産法人は、人格要件、事業要件、構
成員要件等の要件によりその設立が難しい
現状である。
①法人の事業（農業）に常時従事する者（年
間150日以上）。
②法人の構成員のうち、農業関係者以外の
議決権は全体で1/4以下、一構成員当たり
1/10以下であること。
③業務執行役員（理事、取締役等）の過半
数がその法人の事業に必要な農作業に主と
して従事する常時従事者たる構成員である
こと（年間60日以上）。

・農地法 農林水産省
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